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平成30年９月19日（水曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成30年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○議案第２号 宮崎県税条例の一部を改正する

条例

○議案第３号 県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例

○報告事項

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人宮崎県立芸術劇場

公益財団法人宮崎県私学振興会

・宮崎県中山間地域振興計画に基づいて行った

主な施策（平成29年度）について

・宮崎県国民保護計画の変更について

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・平成29年度の取組に係る政策評価の結果につ

いて

・地方版図柄入りナンバープレートについて

・２巡目国体に向けたスポーツ施設整備の進捗

について

・文書センターで確認された旧優生保護法に関

する資料について

・知事部局における障がい者雇用状況について

・今後の行財政改革について

出席委員（８人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 井 本 英 雄

委 員 右 松 隆 央

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 武 田 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総合政策部次長
松 浦 直 康

（政策推進担当）

総合政策部次長
鶴 田 安 彦

（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 重黒木 清

部参事兼秘書広報課長 横 山 浩 文

広 報 戦 略 室 長 渡久山 武 志

統 計 調 査 課 長 長 倉 健 一

総 合 交 通 課 長 小 倉 佳 彦

中山間･地域政策課長 日 髙 正 勝

産 業 政 策 課 長 米 良 勝 也

生 活 ・ 協 働 ・
小 川 雅 彦

男 女 参 画 課 長

交通･地域安全対策監 最上川 周 一

みやざき文化振興課長 川 口 泰 夫

記紀編さん記念事業
坂 元 修 一

推 進 室 長

人権同和対策課長 磯 崎 史 郎

情 報 政 策 課 長 斎 藤 孝 二

国 体 準 備 課 長 岩 切 喜 郎

総務部

総 務 部 長 畑 山 栄 介

危機管理統括監 田 中 保 通

総 務 部 次 長
村 久 人

（総務･市町村担当）

総 務 部 次 長
大 西 祐 二

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長
髙 林 宏 一

兼危機管理課長

部参事兼総務課長 丸 田 勉
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人 事 課 長 河 野 譲 二

行政改革推進室長 田 村 伸 夫

財 政 課 長 吉 村 達 也

財産総合管理課長 横 山 直 樹

防災拠点庁舎整備室長 楠 田 孝 蔵

税 務 課 長 棧 亮 介

市 町 村 課 長 日 高 幹 夫

総務事務センター課長 佐 藤 領 子

消 防 保 安 課 長 室 屋 利 春

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 弓 削 知 宏

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

○松村委員長 ただいまから総務政策常任委員

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明をお願いします。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○日隈総合政策部長 おはようございます。総

合政策部でございます。本日の御審議どうぞよ

ろしくお願いいたします。座って説明させてい

ただきます。

お手元にお配りしております総務政策常任委

員会資料をごらんください。おめくりいただき

まして、まず目次をごらんいただきたいと思い

ます。

まず、今回総合政策部からお願いしておりま

す予算議案でございますが、議案第１号「平成30

年度宮崎県一般会計補正予算（第３号）」でござ

います。

右側の資料１ページをごらんください。総合

政策部の一般会計補正額は、一般会計の表の一

番下にありますように1,500万円の増額補正でご

ざいます。

これは後ほど総合政策課長より御説明させて

いただきますが、内容は宮崎駅西口駅前広場再

整備検討のための補正でございます。補正後の

一般会計予算額は、その一番右端の欄にありま

すが、134億6,168万6,000円となります。

もう一度、目次にお戻りください。２の報告

事項でございます。

今回、総合政策部からお願いしております特

別議案はございませんが、法令に基づく議会へ

の報告事項が２件ございます。

まず、県が出資している法人等の経営状況に

ついてでございますが、総合政策部所管の公益

財団法人宮崎県立芸術劇場、そして公益財団法

人宮崎県私学振興会の２法人について報告する

ものであります。

次に、宮崎県中山間地域振興計画に基づいて

行った主な施策については、宮崎県中山間地域

振興条例第７条第２項に基づき、平成29年度に

実施した主な施策を報告するものであります。

最後に、３、その他報告事項でございますが、

平成30年９月19日(水)
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３件の報告事項がございます。詳細につきまし

ては、それぞれ後ほど担当課長から御説明いた

します。

私からの説明は以上でございます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

○松村委員長 次に、議案について説明を求め

ます。

○重黒木総合政策課長 それでは、総合政策課

の補正予算案につきまして御説明いたします。

お手元の平成30年度９月補正の歳出予算説明

資料のほうをごらんください。３ページでござ

います。

総合政策課の補正額につきましては、３ペー

ジの左から２列目でございます。1,500万円の増

額補正をお願いしておりまして、補正後の額で

ございますけれども、右から３列目、上から２

段目の一般会計の合計でございますが、７

億8,613万8,000円となります。

次の５ページをお開きください。

補正をお願いする事業は、説明欄のほうに記

載がございますけれども、「宮崎駅西口駅前広場

再整備検討事業」でございます。事業の中身に

つきましては、常任委員会資料のほうで御説明

いたします。常任委員会資料の２ページをごら

んください。

まず１の事業目的でございます。御承知のこ

とと思いますけれども、現在ＪＲ九州と宮崎交

通が、共同で宮崎駅の西口にレストランですと

か物販施設等の商業施設や集客施設、それから

オフィス等からなります複合ビルの整備計画を

進めております。

このことによりまして、今後新たな人の流れ

が生まれることが見込まれており、宮崎市にお

きましては、地元商店街の期待も大きいという

ことでございます。中心市街地活性化の大きな

チャンスと捉えまして、今後民間事業者、それ

から地元商店街が一体となって、この新たな人

の流れを中心商店街への回遊ですとか、にぎわ

いの創出につなげていく取り組みを進めていく

意向でございます。

具体的には、市のほうでは、今回の整備を契

機に、駅から中心市街地等に至るところでの広

場や公園、それから道路等の公共空間を生かし

た憩いの場づくりですとか、イベントの開催な

どに取り組みたいと考えておりまして、その中

で駅前広場の機能強化が必要としまして、県に

対して駅前広場の再整備の要望が先日なされた

ところでございます。

今回こういった動きを踏まえまして、県とい

たしまして再整備に向けた検討を行いたいとい

うものでございます。

右の３ページをごらんください。

配置図ということで、今回の西口開発の概要

をお示ししております。配置図の下のほうに白

い線で囲っておりますけれども、２つのビルの

建設予定地をお示ししております。右側の用地

のほうに10階建て程度の複合ビルを、それから

道路を挟んで左側の用地のほうに６階建て程度

の商業ビルを建設予定となっております。

駅前広場の再整備につきましては、この点線

で囲っている楕円形になっているところでござ

いますけれども、広場の南側の部分です。こち

らのほうでにぎわい空間の創出を図るというも

のでございまして、参考までにその下に写真を

つけております。大分駅の例を掲載しておりま

すけれども、人の流れが中心市街地に向かって

いくようになるとともに、一定程度のイベント

等ができるように、歩道を広げてスペースを確



- 4 -

平成30年９月19日(水)

保するような形をイメージしております。

左側の２ページにお戻りください。

２の事業の概要でございますが、まずは学識

経験者ですとか関係行政機関、それから民間事

業者─ＪＲと宮交でございますけれども、そ

れから地元商店街の関係者等からなる検討委員

会を設置いたしまして、中心市街地との連携で

すとか、広場に必要な機能、それから駅前広場

のあり方、こういったものについて検討等を行

うものでございます。予算額につきましては、

その下でございますけれども、測量業務ですと

か委員会の運営及び基本計画策定業務など

で1,500万円をお願いしているところでございま

す。

右の３ページの下のほうに、大まかなスケジュ

ールを掲げておりますけれども、今年度の検討

委員会の議論を踏まえまして、基本計画を策定

いたしたいと考えております。

来年度以降は、詳細設計ですとか工事等を順

次行っていければと考えているところでござい

ます。

最後に、左側の３の事業効果でございますけ

れども、今回の再整備によりまして、にぎわい

を大きくして、人の流れを中心市街地につなげ

ていくとともに、観光・物産面で県内への波及

効果や鉄道の利用拡大等の効果が期待できると

いったことを考えております。

説明は以上でございます。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案に対しての質疑はありませんか。

○右松委員 宮崎駅西口駅前広場の再整備とい

うことで、あくまでも賛成の立場で幾つか質問

させていただきたいと思います。

今回、ここに至る経緯をわかる範囲で教えて

いただきたい。

また、ＪＲ、宮交の、民間事業者が主体となっ

てくる中で、県としてどこまで、この事業に絡

んでいくといいましょうか、支援していかれる

のか。そのあたりの経緯と県の今後の支援の方

向性が具体的にもしあれば教えていただければ

と思います。

○重黒木総合政策課長 まず、経緯といたしま

しては、平成28年ごろだったと思いますけれど

も、ＪＲのほうで今、九州管内各地で駅の再開

発業務をやっております。その中で南九州にお

きましても、南九州再開発プロジェクトをやり

たいと話があったようでございます。その上で

ＪＲとしては、他の大分ですとか鹿児島で開発

しているような用地では、少し足りないという

ことで、地元の宮崎交通にお声かけをして、宮

崎交通のほうも駅前の用地がございましたので、

そこで中心市街地とか町の活性化にも役立つと

して、まずＪＲ九州と宮交が共同でやりたいと

いう計画を、そのころつくったと伺っておりま

す。

その上で、せっかくつくるということでござ

いますので、ここに集まるような人の流れをや

はりそのビルだけではなくて、中心市街地のほ

うに広げていきたいという意向があったようで

ございます。

市のほうにも相談をしていきながら、ＪＲ、

それから宮崎交通としては、宮崎市のほうにも

今回の整備とあわせて何らかの活性化策を考え

てほしいとお話をしていたということでござい

ます。

その上で、ことしになってからでございます

けれども、ＪＲ、それから宮交のほうが、今回
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の整備を契機に、何らかの取り組みを一緒にやっ

てほしいという要望をまずは宮崎市のほうにし

たということでございます。

宮崎市としましては、従来から中心市街地の

活性化計画を持っておりまして、駅前のここの

部分を交通の結節点と非常に重要視しておりま

した。今回のお話を契機に宮崎市としても中心

市街地の活性化に結びつけていく絶好の機会だ

と考えまして、いろいろと取り組みをやりたい

というところでございます。

そういった中で、駅前から中心市街地のほう

に人を流していくためには、駅前広場につきま

しては、現在の状況ですと、ちょっと歩道が狭

いですとか、イベントをするにはスペースが狭

いというふうなこともございまして、ことしの

８月でございましたけれども、宮崎市長から知

事に駅前広場の再整備についてお願いしたいと

いう要望がなされたところでございます。

これを受けまして、従前からお話は事務的に

は少し聞いておったんですけれども、県として

もそういったことであれば、中心市街地の活性

化はもちろんなんですけれども、そこに人が集

まり、いろんな県内情報の発信もできて、中心

市街地の活性化と県内への波及効果等も考えら

れるということで、今回予算化をお願いして、

本格的に再整備の検討をしていきたいと至った

ところでございます。

いずれにしても、今後は宮崎市、それから地

元商店街、それから事業者であるＪＲ九州と宮

崎交通と連携をとって、先ほど予算の中でも御

説明しましたけれども、あり方について話し合

う検討委員会等設けていきますので、その中で

彼らがやろうと思っている中心市街地の活性化

等に役に立つような─どういった広場が必要

なのか、どういった機能が必要なのか、そのた

めに民間も含めて、どういった役割分担をして

いけばいいのか、そういったことも含めて、こ

の検討会の中で県と一緒に話し合って、それを

再整備のほうに生かしていくことを考えており

ます。

○右松委員 よくわかりました。それで、具体

的にちょっと伺いたいのが、スケジュールの関

係で、今年度詳細設計をされると。

そして既存の建物の取り壊しということで、

先ほど総合政策課長のほうから説明をいただい

た右側のビルの建設予定地なんですが、サザン

ビューティ専門学校の駐車場、建物があるとこ

ろになろうかと思います。そこの奥の今更地の

ところですかね。更地のところと、それから宮

崎駅弁当の建物が１棟建っているかと思います。

それからその向かいが、今マンションのモデル

ルームがあって、その周辺を駐車場が囲むよう

な形になっていると思うんですが、そこの部分

の用地買収といいましょうか、どこまで進捗し

ているのか。もし県として把握されていらっしゃ

るんであれば、教えてもらうとありがたいなと

思います。

○重黒木総合政策課長 スケジュールにつきま

して、民間事業者の計画については、この秋に

は具体的な計画が発表されるというふうに考え

ております。

用地のほうにつきましては、まず右側のビル

建設予定地につきましては、ここが従来からＪ

Ｒの用地と、あと４分の１ぐらいが宮崎交通の

用地でございましたので、今回※ＪＲの用地と宮

交の用地を一体的に活用して、新しく10階建て

ぐらいのビルを建てるということでございます。

※８ページに訂正発言あり
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左側の予定地につきましては、従来宮崎交通

のバスの発着場になっていたところでございま

して、新しくＫＩＴＥＮビルができてなくなっ

てはいるんですけれど。ですから従来から宮崎

交通の用地でございましたので、用地について

は確保済みということのようでございます。

○右松委員 わかりました。中心市街地の活性

化で私たちも非常に重要視している中で、やは

り町なかの駐車場の確保とかも、いろいろどう

していくのかというところもあるもんですから、

ここはかなり台数がとれる場所だと思うんです

よね。

それから、今後その辺も含めて、どうしてい

くのかも検討されると思いますけれど、検討委

員会のほうで、具体的に、今後どういうスケジュ

ールで会議を持たれて、いつぐらいまでに整備

の具体的な図面といいますか、そういったこと

等も含めて、どういうスケジュールでいかれる

のか、そこをもう少し教えてもらうとありがた

いです。

○重黒木総合政策課長 委員会運営の詳細スケ

ジュールについては、今検討しているところで

ございますけれども、予算が認められましたら、

できるだけ早期に第１回目の検討委員会をやっ

ていきたいと思っております。

年内に１回ないし２回は検討委員会をやりま

して、そこで集まっていただいた方々で、まず

は駅前広場のあり方ですね、どの程度の規模と

いうか面積といいますか、範囲というか─の

整備が必要なのか。前提として、そこでどういっ

たイベントをやりたいか、どういった人の流れ

をつくっていきたいかという議論を踏まえた上

で、駅前広場の整備の規模ですとか、歩道をあ

る程度広げる必要があるということでございま

すので、どの程度の歩道の幅が必要かとかです

ね。あるいは景観の面で、どういうふうに一体

的にやっていくのかとか、そういった駅前広場

の機能の面について検討していくところが、ま

ずは必要かなと思っています。

その上で、どんなイベントをやっていけば、

にぎわいの創出につながっていくのかというこ

とをやっていって、１回目、２回目の委員会で、

そういった議論を踏まえた上で、具体的な広場

の整備基本計画的なものをつくっていきたいと

思っております。

詳細設計を来年度予算にのせていきたいとい

うふうに考えておりますので、基本計画の中で

最終的な事業費が幾らぐらいになるかという概

算事業費の積算もやっていきながら、年度内に

は必要な機能、整備の規模、それから概算事業

費、こういったものからなる基本計画的なもの

を、あとスケジュールもですけれど、つくって、

来年度予算等につなげていきたいと考えており

ます。

○右松委員 わかりました。複合ビルを先に、

来年度から建設をして、そして駅前の再整備を

来年度詳細設計で、再来年度から工事を始める

という形のスケジュールプランということで理

解させていただきました。

この西口駅前広場が出てきて、私は非常に期

待をしていますし、開発の今後の進捗、大変注

目をしていますので、ぜひ有効に結果が出るよ

うな、そういう事業にしてもらうとありがたい

なと思っています。よろしくお願いします。

○日隈総合政策部長 済みません、総合政策課

長の説明に補足して。

まず宮崎交通さんから申し上げると、昨年度

までに会社再生のことでかなり苦労されてきて、
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金融機関の縛りも全て昨年度までに終了して、

初めての大型投資案件ということで、宮崎を活

性化していきたいということでお話があったと

ころです。

場所についても、ＫＩＴＥＮビルの前のバス

センターと宮崎駅の関係で、人が集える場所で、

ＪＲさんと一緒にやっていこうというお話に

なったと聞いております。

ＪＲ九州さんについては、これは皆様御承知

のとおり、博多駅の開発をやって、そして鹿児

島駅も御存じのとおりだと思います、大分駅も

やられたと。今、熊本と宮崎のほうをどうする

かということで、この話があるところ。残って

いるのは佐賀ということになろうかと思います。

長崎も既に終わっております。

九州管内のそれぞれの県庁所在地の駅前につ

いては、活性化していきたいということで、宮

崎交通さんと一緒にやろうと、話がまとまった

ことであります。

また、宮崎市さんについては、中心市街地活

性化ということで、郊外にあります大型スーパ

ーマーケットというか、大型店舗に対抗して中

心市街地を何とか活性化していきたいと。宮崎

駅の西口から中心市街地に向けての振興を図っ

ていきたいので、市長みずから県のほうに、こ

この広場のにぎわい創出をお願いしたいという

ことで、お話があったところであります。

県としては、そういう市の計画に対して、今

後どうするかということで、もう少し詰めてい

きたいと考えておりますが、ここのイメージに

あるように駅前に人が集えると、交通機関が集

まっているということ。それと先ほど申し上げ

た中心市街地との連携を図りながら、ここの絵

にありますように、あみーろーどであるとか高

千穂通も使いながら人がうまく流れていくよう

な形でやっていきたいということですので、で

きる範囲になろうかと思いますが、協力をして

いくことで、今回まず検討の予算を上げたとこ

ろでございます。よろしくお願いします。

○右松委員 ありがとうございます。ぜひよろ

しくお願いします。

それで、話が少しずれますけれど、やはり公

共交通機関としてＪＲの減便等、私たちかなり

いろいろ議論して訴えてきている中で、ＪＲ九

州の立場として、どちらかと言うとビル、それ

から不動産開発事業のほうに大分シフトといい

ましょうか、重きを置いている感もしないでも

ない。これはこれでしっかりとバックアップと

いいましょうか、全面的に応援はしていきたい

と思いますけれど、あわせてやはり減便のほう

のウエートのあり方といいましょうか、そこも

ちょっと気になるところでありますので、その

ことも一言申し上げて、どうぞよろしくお願い

します。

○前屋敷委員 今、御説明いただいたんですけ

れど、確かに今宮崎市を考えると、大型商業施

設を中心とする人の流れが宮崎市内等ではかな

り変化が出てきているのは事実なんですよね。

そして人の流れをつくって地域の活性化を図る

という点では、非常に重要なことだと思うんで

す。でも一応事業主体はＪＲと宮崎交通さん、

それに宮崎市がかかわってということなんだろ

うけれど。

そこに県に対して、西口駅前広場の再整備の

要望なので、県が主体的に西口広場のにぎわい

空間の創出というテーマを掲げて、県の役割分

担としてやってほしいという協力要請と受けと

めていいんですかね。
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○重黒木総合政策課長 駅前用地につきまして

は、ほとんどが県有地になっておりまして、以

前※平成４年ぐらいに整備したときも、県の事業

としてやってきた経緯がございます。そういっ

たこともございまして、中心市街地の回遊策に

ついては宮崎市のほうで取り組みたいというこ

とでございますけれど、そこに人を流していく

玄関口としての駅前広場については、県のほう

で整備してほしいということで要望があったと

ころでございます。

それから、もう一点よろしいでしょうか。先

ほど、右側の用地のほうでございますけれど、

ＪＲと宮交の用地と申し上げましたが、一部借

地が入っておりました。済みません、訂正させ

ていただきます。

○前屋敷委員 借地と言いますと、ＪＲさん、

宮交さんが借りている土地であるという意味で

すか。県の土地という意味ですか。

○重黒木総合政策課長 右側のビル建設予定地

なんですけれど、ＪＲと宮交の用地のほかに今

回新しく借りる用地が少し入るという予定に

なっております。

○前屋敷委員 この県が役割を担おうとする部

分の敷地については、全部県有地ということな

んですか。

○重黒木総合政策課長 駅前広場につきまして

は、全体で１万1,000平米ございます。このうち

の7,200平米が県有地で、残り3,800平米がＪＲ

の用地となっております。

ほとんどが県有地ということもあって、事業

をやる際は従来から駅前については県のほうで

やってきているところでございます。

○前屋敷委員 今度の予算の中で測量なども含

まれているんですけれど、測量業務というのは、

実際に測量する中身ではないんですね。全体像

が固まらないとなかなか、どういうふうなこと

かは出ないんでしょうけれど、それは今後とい

うことですね。

○重黒木総合政策課長 今回お願いしておりま

す測量業務につきましては、あくまで詳細設計

というか、基本計画策定に当たっての測量業務

でございますので、全体の面積ですとか、ある

いは基準点からどの程度距離があるとか、ある

いは今の現況をしっかり把握するための測量業

務でございます。正確な面積、それから勾配と

かを踏まえて次の基本設計、さらに詳細設計に

つなげていくための基本的な測量でございます。

○前屋敷委員 わかりました。以上です。

○緒嶋委員 最終的には、ＪＲと宮交が事業主

体でやるわけですか、県の土地の上につくるが。

○重黒木総合政策課長 今回の計画につきまし

ては、右側の配置図でちょっと御説明いたしま

すと、上のほうのＫＩＴＥＮビルからビル建設

予定地のところの手前まで、にぎわい空間の創

出というところまでが駅前広場でございます。

これが１万1,000平米あるということでございま

す。ここの駅前広場の点線で囲っている区域に

つきましては県で整備したいと考えております。

その下のビル建設予定地と白い線で囲ってい

ますけれども、ここについてはＪＲと宮交が共

同で発注して建てていくところでございます。

○緒嶋委員 今度の1,500万円は、駅前広場も含

めた基本的な考え方で、点線の中だけではない

わけですか。

○重黒木総合政策課長 今回お願いしています

予算は、あくまでにぎわい創出空間のため、点

線の中の整備をどうしていくかというための予

※10ページに訂正発言あり
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算でございます。

○緒嶋委員 全て県有地であれば、事業主体も

県が全てやるということになるわけですか、事

業費も含めて。

○重黒木総合政策課長 基本的には、県事業と

いう形でやると思っています。ただ一部、ＪＲ

の用地も中に入っていますので、そこの部分を

どういうふうにＪＲと負担を区分していくかは

少し考えていかなければならないんですけれど。

基本的には県事業でやっていくというところで

す。

○緒嶋委員 それと、ここはタクシーの待機所

もあるわけで、やはりタクシーを利用する人た

ちの利便性も考えながらやらんと。にぎわい創

出だけでやると、鉄道利用者は鉄道で来るわけ

で、交通手段がないわけですからバスかタクシ

ーに乗られんともう仕方ないわけで。そういう

人たちの利便性も十分考えながらやらんと、に

ぎわい創出と言っても、これは大きな課題では

ないかなと思って。そこ辺は十分認識しておら

れると思うんですけれども、どういう考えです

か。

○重黒木総合政策課長 おっしゃるとおりでご

ざいまして、ここはさまざまな方々がさまざま

な形で利用する空間でございます。したがいま

して、今回お願いしています検討委員会のメン

バーにはタクシー協会の方にも、今からお話は

していきますけれど、入っていただいて、そう

いった交通利用者の方々の御意見も踏まえて、

あり方を検討していきたいと考えております。

○緒嶋委員 いずれにしても、大分の北口広場

のようなスケールの大きいことはとてもじゃな

いけどできんと思いますが、やはりでき上がっ

たものがよかったか悪かったかという評価が出

るわけですので、その辺も十分考えて、皆がな

るほど、これはよかったと思うようなものに仕

上げてもらわんと、何か便利が悪くなったなで

はいかんし、にぎわい創出には余り関係ないじゃ

ないかということでもいかんだろうと思います

ね。慎重な議論が必要だと思いますので、今後

ともそういう点を注視していきたいと思います。

○ 原委員 いろいろお聞きしたいんだけれど、

まず、ここに図面がついていないというのは非

常に資料としては。できたら駅前について、駅

があって、ＫＩＴＥＮがあって、ここに建てよ

うとするところの図面があるんであれば。今、

前屋敷委員からも質問がありましたけれど、イ

メージの湧く図面がないと、どこまでが県有地

でどこまでがＪＲなのか。これはちょっとやっ

ぱりどうかなというのがあります。でないと、

いい議論ができないなと思うんですが。

今、測量の話が出ましたので、細かい測量か

ら入りますけれど、約7,000平米で350万。付近

の建物等も当然配置等はほとんど平面ですよね。

大体平米で割ってみると500円単価かなと思うん

ですが。まず、この350万というのは見積もりを

とっての話ですか。

○重黒木総合政策課長 今回の事業費の積算に

当たりましては、最終的に公共事業という形で

やっていくことを考えております。県土整備部

と相談いたしまして、県土整備部で積算してい

ただいたという、通常の公共事業と同じ手法で

積算した経費だと聞いております。

○ 原委員 わかりました。それと基本計画策

定業務はどこかのコンサルに委託されるんです

かね。

○重黒木総合政策課長 おっしゃるとおりでご

ざいまして、土木系のコンサルに通常委託して
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いますので、通常の工事と同じように、そういっ

た土木系のコンサルに委託することになろうか

と考えております。

○ 原委員 駅前のにぎわい創出は人の動線を

考えたりとかいうことでしょうから、ただ単な

る道具ではなくて、何か都市計画に関する公園

の設計をしたりとか、そういうところのコンサ

ルのイメージかなと思うんですが。ＪＲさんが

いろいろ駅前やっていらっしゃいますが、その

ＪＲさんお抱えの何かそういう構想をつくって

いるところじゃないですよね。

○重黒木総合政策課長 そういったことはござ

いませんで、今回は土木というか都市計画関係

のコンサルタントのほうに、通常の競争入札、

こういった手続でお願いしていくことになろう

かと考えております。

○ 原委員 競争入札ですよね、そうしないと

いろいろありますから。だから、今なぜＪＲお

抱えではいけないか。やっぱり駅前を開発する

にしても、宮崎は宮崎ならではの、長崎もちょっ

と小さいのが、屋根をかぶったところがありま

すね。あそこよりかはちょっと広いのかなと思

いますけれど。ただ、それはオリジナリティー

というか、そういうところがないといけないと

思うので、小さいところから入りました。

まだ積算はこれからされるということですが、

相対的にＪＲも宮交も市も県も含めて、大体ど

れぐらいの事業になるんですか、概算で結構で

すけれど。

○重黒木総合政策課長 まず、ビルの建設とい

うか、今回の西口広場の再開発でございますけ

れども、これはＪＲと宮交が２月に記者発表し

た数字でございますが、大体100億程度と伺って

おります。ビルの建設分だけですね。それとＪ

Ｒの高架下も、将来的にやりたいというふうに

言っていました。そういったものも含めて、100

億円程度になろうかということでございます。

それから、県のほうでやっていきたいと思っ

ています駅前広場の再整備でございますけれど

も、こちらのほうは今回お願いしています予算

の中で、詳細設計に必要な概算事業費を積算し

てもらおうと思っています。今は具体的な数字

は持ち合わせていないですけれども、前回の※平

成４年に行いました駅前広場の整備の事業費が、

全体で９億6,000万円ぐらいかかっています。

今回は、にぎわい空間創出のために必要な部

分について改修するというか、再整備するとい

うことでございますので、前回の９億6,000万ほ

どの規模にはならないだろうなと思っています。

いずれにしても具体の金額は、今後の基本計画

の策定の中で、詰めていきたいと考えておりま

す。

それから、宮崎市のほうの事業については、

一応にぎわい創出というか、中心市街地活性化

のための取り組みをやりたいという意向が今示

されている段階でございまして、具体的な数字

が幾らかは、まだちょっと詰まっていないよう

でございます。

○ 原委員 前回の約10億でしたかね。やっぱ

り今回、ここにそれだけの投資をしようという

わけですから、ある程度これぐらいというよう

な見込みがないと、それをやってみました、20

億でした、いや５億でした、それはちょっとい

いかげんじゃないかなと思うんだけれど、その

見込みもないんですか。

○重黒木総合政策課長 先ほど平成４年と申し

ましたが、平成５年からでした。平成５年から

※このページ右段に訂正発言あり
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７年にかけてやった事業費が９億6,000万という

ところでございます。

今回の検討の中で、どの程度の面積をやって

いくのかは今から決めていくんですけれども、

そこまでにはならないだろうなというイメージ

を持っているということで。そこについては今

後のあり方委員会の中で、事業の必要な規模感

というのを議論していただいた上で、しっかり

とした積算をして、それにつきましてはまた改

めて御報告させていただきながら、次の予算に

つなげていくことになるのかなと思っておりま

す。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） ざっ

くりとイメージとして思っているものですけれ

ども、今の駅前広場のところで、バスとか車の

ロータリーになっている部分までは手を入れる

必要がないとすればなんですが、そこに大きな

支障があるふうには見受けられませんので、そ

れがおおむね半分ぐらいの面積でありますので、

面積の感じでいくと半分ぐらいというのが大ま

かなところのイメージではないかなと思ってい

ます。

ただ、そこは少しぶれはあると思いますけれ

ども、そんなような感じで、我々としては今思っ

ている状況であります。

○ 原委員 ですから、その半分というのが今

出てくるわけだけれど、図面があって、図面で

大体この辺をにぎわい創出の場にする、ここに

丸く書いてありますけれど、イメージが余り伝

わりませんよね。だから、その点がちょっとど

うかなと思うんだけれど。図面があるんだから、

図面で具体的に説明をして。総工費は7,000平米

の半分なので、前回が10億だから、じゃ５億と

か、そういうことなのかなとつかみでは考えて

いるということをおっしゃっていただかないと。

なぜ図面が出てこないのか不思議でならないん

だけれど、おおむねわかりました。

それで、なぜ財政のことを言うかというと、

今県は御案内のとおり、いろんな施設をつくら

ないといけないですね、一つ一つ挙げませんけ

れど。国の予算についてもちょっと批判があっ

ているけれど、財政規律ということですよね。

これに緩みが出てきているんじゃないかという

気がして。なんとなく今のところ決算を見ても、

そんなに財政が悪い状況でもないということだ

けれど、少しずつ財政規律の緩みが、この景気

がよくなったという話の中から。国もそうだし、

地方も、そういうことがあってはいけないなと

思いながら、やはりこういう投資額については、

よくよくしっかり考えてやっていただきたいな

という思いがあって、こういう質問をしている

ところです。それについてはお答えは要りませ

んが。

右松議員は賛成の立場でというか、私は決し

て反対しようという気はありません。確かに人

の流れが変わり過ぎて、イオンさんのほうがか

なり広げられて、はっきり言いますけれど、か

なり向こうに流れが変わりましたね。どこの町

も中心市街地は本当にシャッター通りです。ま

だ宮崎は、この十字路から向こうを除いて、こ

ちらはどうにかにぎわいを保てているので、ま

だ間に合うかもしれない、かもしれないですよ。

だから、これを一つの試みとしてやることに

ついては、あながち我々が反対することでもな

いと思います。今ちょっとハウツーのところに

入っているわけですけれど。だから今、財政の

話もしたし、すぐに金額が出てこないのと、図

面が出てこないのにも何かちょっと大丈夫かい
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という気がするので、そういう質問をしたとこ

ろでした。

それで、私もいろいろ聞きますけれども、例

えば、もしここに県有地がなかったならば、仮

定ですけれど、県はこの事業をやらなくていい

わけですよね、どうですか。

○重黒木総合政策課長 駅前の広場を、どうい

うふうに位置づけていくかだと思っております。

都市計画決定をやっていれば、それは通常県

有地になり、こういった形になりますので、市

でやっているところもございますが、いずれに

しても駅前広場が今県有地になっていることで、

今回は県でやるというところでございます。

○ 原委員 いろいろ聞きますけれど、例えば

ビジネスライクにと前の委員会のとき私は部長

に言ってお答えいただいたと思う、これは私の

意見として。ですけれど、暴論かもしれないけ

れども、例えばＪＲさんがお建てになるから、

この発想は始まっているわけ。市の中心市街地

のための駅前のにぎわいということも相まって

ですが、この土地を例えばＪＲさんにお買い上

げいただいて、ＪＲさんにやっていただくとい

う発想はなかったんですかね。

○重黒木総合政策課長 制度的な面を別にすれ

ば、そういう発想も考え方の一つとしてはある

とは思っております。

ただ、今回整備を行おうと思っている部分と

いうか、もともとの出発点が新しくビルができ

て、そこに一定程度の人の流れが生まれるだろ

うと。それによってできる人の流れを中心市街

地のほうに向けていこう。あるいはそこで何ら

かのイベントをやって、にぎわいをつくり出し

ていこうという市の要望を踏まえてやっていく

ことでございますので。

そこの考え方としましては、不特定多数の方

が自由に行き交う通りであって、不特定多数の

方がイベントをできるような空間であると。そ

ういった空間をつくっていくべきであろうとい

う思いから、今回は公共空間として整備するの

が適切であろうと考えております。

民間事業者に売却してやっていくところに

なってしまいますと、どうしても民間事業者の

所有になってしまいますので、そこが自由な空

間ではなくて、ある程度その方々、ＪＲですと

か宮交のほうが独占的にあるいは排他的に利用

していくことも可能になりますので、公共空間

として整備するのが適切だろうという思いで、

今回はこういった形でお願いしているところで

ございます。

○ 原委員 一応検討の過程において、売るこ

との選択肢は検討されたということですか。は

なから、それは検討しなかったのか、ただ聞く

だけです。

○重黒木総合政策課長 そういう可能性も制度

的にどうなのかは、少し検討させていただきま

した。

○ 原委員 わかりました。

次に、売るのがそういうことであれば、公共

空地を貸すということについては。

例えばイオンは20年単位、場合によってはパ

チンコ屋なんかは50年単位で、大きく広く借り

ているところもあるんですよね、50年間とか長

いスパンで。例えばＪＲさんに借りていただい

て、ＪＲさんに整備していただく。一つは、さっ

きの財政規律につながってくる話なんですけれ

ど、そうすれば県としては、そんなに工事費を

出さなくてもＪＲさんに、例えば20年間なり、30

年間なり、40年間でやっていただく。貸すとい
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うことについての選択肢は検討されなかったん

ですか。

○重黒木総合政策課長 先ほどの売却も含めて

なんですけれども、そういった形態でもどうな

のかというのも、一応それぞれを含めて検討は

したところでございます。

ただ、先ほどと同じように、公共空間として

整備したいという前提に立てば、やはり貸した

としても、そこは借り主のほうの利用の意向に

縛られるところがあって、公共的な利用ができ

にくくなる面もあるんじゃないかというところ

が一つと、下が道路用地というところもあって。

そういった制度的な制約もあって、それはなか

なか難しいのかなと考えたところでございます。

○ 原委員 一応土地の値段、リースの値段と

か調べたんですけれど、結論から言いますと、

土地の値段にすれば７反歩もあれば10億円か

ら15億円の間のようです。この前、駅前あたり

の地価の調査が済んでいますけれど。それと、

貸すとすれば大体１坪、これは不動産鑑定士の

確認ですけれども、駅周辺であれば月1,500円ぐ

らい。そうすると月７反歩全部借したとして

約4,000万の収入があるということですが、その

辺も一応計算をされながら、でも公共用地の関

係でどうかという議論があったと理解します。

あと一つ、私は思うんだけれど、先ほど意見

もありましたが、ＪＲさんの減便のことについ

て、私は特に今、議長という立場なので非常に

かかわってきました。ＪＲさんはこの前もバス

が減便になったという話がありましたですね。

これもやっぱり遠くではバスへの代替路線のこ

とを言いながら、宮崎ではバスから撤退してい

るんですよね。どうもおっしゃっていることが

理解できない。

そう思えば、乗車密度について、たしか民営

化するときには2,000人という単位で出したと。

最近は2,000人から4,000人。4,000人以下は地方

公共団体と費用負担の話し合いの対象になると

かを小刻みに出されたり、少し、正直申し上げ

て不信感があるんですよ。これと駅前は全く別

ものだと言っても、別ものと考えられない何か

があるわけですよね。公共性のある鉄道路線に

ついては一方的にぱっと減便しながら、一方で

もうかるホテル業的なものについては、積極的

にこうやって自治体も一緒に取り組んで、やり

ましょう、やりましょうと言ってくる。恐らく

先ほどの右松議員の意見も、こういうことがあ

るから、ここで協力するんだったら、その減便

の問題も絡めて話をしてよという意味合いが

入っていたと思うんですけれど。

それで、あと一つ聞きますけれど、企業版ふ

るさと納税というのがありますよね。この前の

決算を見ると、ＪＲさんは600数十億円、黒字を

出しておられます。ということは、当然法人税

なり払っていらっしゃるはずですよね。だから、

お互いにウイン・ウインの関係になるために、

念のために。

ちょっと話がそれますけれど、この前、九電

の瓜生会長と池辺社長さんがおみえになりまし

た。そのとき30分ぐらいずっと話をしていまし

たけれど、いい言葉をおっしゃるなと思ったの

は、瓜生会長さんが、我々の本社は福岡です。

だけれど、それぞれの県にお世話になっていま

すので、私たちはそれぞれ地場の企業だと思っ

ていますという言葉があったんですよ。言葉だ

けの話ですけれど、実際は福岡に本社があるわ

けで、ああ、いいことおっしゃるなと思って、

少し感動を得たところでしたが。
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それで本題に入りますけれど、ＪＲさんの本

所は福岡の博多にありますが、企業版ふるさと

納税で、もうかっているのを宮崎に５億かかる

んであれば、５億納めていただいて、そしてそ

れを我々が歳入にして、それでこの工事をやれ

ば。ＪＲさんは国に税金として納めるお金で、

我々県としてはそのお金を、ここにいただいて

やれば、全くもってウイン・ウインの関係です。

県がこれから財政出動がいろいろあるときに、

プラスというか一切懐は痛まないのではないか

なと。企業版ふるさと納税の詳しいメカニズム

は知りませんけど、これについてはどうですか。

そういう御検討はされませんでしたか。企業版

ふるさと納税をいただいて、それでこの駅前の

にぎわい創出のためのお金を捻出すると、まさ

しくウイン・ウインじゃないですかね。

○日隈総合政策部長 ふるさと納税で取り扱う

とするならば、国税の分を地方税に持ってくる

ことはできませんので、恐らく福岡県に納める

事業税を宮崎県にとなるのかなと思うんですけ

れども。九州電力もＪＲ九州も同じですけれど、

支社制をとっておられるので─宮崎はちょっ

と悲しいかな、鹿児島支社の宮崎事業部という

ことで置かれているので、鹿児島になるのかも

しれませんけれども、支社を置かれている場合

は支社のところで計算された事業税が入るのか

なと思います。そういうやり方で、今されてい

るということじゃないのかなと思います。分け

て事業税を払っていらっしゃるのを、福岡の部

分をこっちに持ってこられることについては、

なかなか厳しいのかなと思います。

○ 原委員 私の発想は、思いつきで言ったわ

けじゃないんで、ずっと考えていて、そういう

やり方はないのかなと思ったんですけれど。細

かい企業版ふるさと納税の仕組みがちょっとわ

からないんだけれど。検討してみる価値はない

んですか。今、部長の話では、だめだという話

だったけれど、はなからだめだと言わずに、どっ

かに可能性を見出すことはできませんか。だめ

だと言われれば、そこまでの話だけど。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 確か

企業版ふるさと納税と一般のふるさと納税と２

つの種類があるんですが。企業版のほうについ

て言うと、たしかなんですけれど、いわゆる企

業からいろんなところに行う寄附として処理さ

れる中で、通常で言うと損金算入が３割だった

と思うんですが、それが倍の６割まではいいで

すよという制度だったと思います。それによっ

て税は少し軽くなると思うんですが、税金その

ものを免除する制度ではなかったと思っており

ます。

その分で幾らかは効果があるのかなというふ

うには思っておりますが。そこまでちょっと、

広げていろいろ頭の体操をしたことがなかった

もんですから、そういったところの発想もある

んだなということで、少し思ったところではあ

るんですが。

やはり、ＪＲの土地が駅前広場にも少しあり

ますし、そういったところを含めてどういう形

でかＪＲのほうにもある程度の御負担をお願い

できないかということは、我々としても課題で

はないかなというふうに思っているところでご

ざいます。

そういったところについては、この予算をお

認めいただければ、その中でどんなことが可能

なのかということは、当然考えていきたいと思っ

ているところでございます。

○ 原委員 企業版ふるさと納税に詳しいかな
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と思ったら、僕と似たような認識かなと思いま

したが、それを調べていただいて。やっぱりＪ

Ｒさんとのかかわりの中でつくっていく発想の

出発はそこなので、なかなかビジネスライクと

いうかそういう考え方でいくならば、今もあり

ましたけれど土地のことについて、少しでも何

かで負担していただくような形を。だから、そ

ういう寄附ということでもいいわけじゃないで

すか。

そういう企業版ふるさと納税が可能であるな

らば、そういうこともＪＲさんに、宮崎県にし

ていただけませんかと、宮崎市でもいいわけで

すよね、逆に言えば、宮崎県としてのメリット

になるわけだから。そういうことの申し入れみ

たいなものをできんのかなと思うんですけれど

ね。だからやっぱり財政の基本、入るを量りて

出ずるを制すで、我々使うことしか議論せんわ

けだけれど、そういうところの発想は必要じゃ

ないかなと思うんだけれど。改めて、この企業

版ふるさと納税の可能性について検討してみら

れる気はありませんか、次長。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 相手

方のあることでもありますので、今ここでどう

こうというのはできませんが、どういうふうな

やり方ができるのか、これは企業版ふるさと納

税という手法がいいのかどうかもありますけれ

ども、そこも含めて考えてみたいとは思ってお

ります。

○ 原委員 最後に。できない発想じゃなくて、

どうにかしてできるんじゃないかという発想で、

総合政策部ですから前向きにやってみていただ

けませんか。また、後日でも御回答をいただけ

ればと思っております。

それと、あと一つお尋ねします。将来、議会

がこの予算を認めたとして、これが動いていっ

たとして、ビルを建てることになりますよね、

単純に言えば２棟建ちます。宮交さんについて

は地場企業ですから、地元の企業さんがお建て

になるでしょう、きっと。このＪＲさんの分に

ついては、この前博多に行きました。たまたま

そこを歩いていたら、ＪＲビルさんが物すごい

立派なホテルを今建築中で、まだ基礎を打って

おられましたけれど。そこにある完成予想図は

すばらしい何十階建てのビルでしたが、多分そ

の会社はどっか東京のほうの会社でした。聞き

なれない名前でしたから。

そうであるならば、せっかく宮崎につくるわ

けなので、宮崎はこれまで議論してきましたよ

ね。県外移出と移入の差、4,500億円の差、いわ

ゆるここは県外移出のほうが、お金が出ていく

割合が多いというね。

だから、やはり地場の企業につくっていただ

くこと、このあたりもやっぱりこういう協力を

するわけだから、お話も早いうちにＪＲさんと

そういう約束を取りつけておくことも必要なの

ではないかなと私は考えますが、いかがでござ

いましょう。

○重黒木総合政策課長 ＪＲ九州とは、いろい

ろ今回お願いしています検討委員会もそうです

し、いろんな場面でいろんな話をこれからして

いくことになると思いますので、さまざまな場

面を活用して、 原委員のおっしゃるような御

趣旨を踏まえて、できるだけビルの工事に当たっ

て地場の企業というか、活用も検討してほしい

ということを、お願いベースになってしまうか

もしれませんけれども、しっかり要望というか、

お願いをしてまいりたいと思います。

○ 原委員 あと一つ、もう終わりますけれど。
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いわゆる県際収支を改善するというのも、知事

の大きな公約だったんです。だから、それに努

力せんといかんわけですよ。そういうことがあ

るわけですから、お願いする立場だからお願い

するしかありませんじゃ。だから宮崎県人は人

がよすぎて、なかなか経済がよくないと言われ

るんで、やはりこういうところは頑と押して協

力しますから、ここをこうしてくださいと強く

やらないかんと私は思いますけれど、部長どう

でしょうか。

○日隈総合政策部長 ダイヤの問題とこの事業

との絡みの関係になってくると思うんですけれ

ども。確かにダイヤの問題等については、もう

私も 原議長と同じ考えであります。ＪＲ九州

さんとしては事業別に収支を考えておられるわ

けですけれども、トータルとしては現状黒字と

いうようなところで、かなり厳しい意見も申し

上げております。本社に乗り込んで今やってい

るところでありますが。

一方、この事業について冒頭申し上げました

が、もしこれに宮崎が躊躇するようであれば、

佐賀県に先に行ってしまうということもありま

すし、ここはしっかり投資はやってもらったほ

うがいいのかなと。要するに、やるべきことは

やるが、言うべきことも言うという姿勢で臨む

べきかなということで、このにぎわい創出の県

有地の事業については、やるべきだろうという

考えに至ったところであります。

ダイヤ、これはバスも含めてになっていきま

すけれども、かなり今後、厳しい状況も想定さ

れますが、そこを言うべきはしっかり言ってい

きたいと思いますので、これはこれで進めてお

く必要があるのかなと思います。ここでこじれ

て、他県以上にダイヤで厳しいというような対

応が出てくるようであれば、それは不本意であ

りますし、やはり宮崎市にとっていい話で、市

のほうからも要請があるところですので、これ

はやりながら、一方のほうはしっかり取り組ん

でまいりたいと思います。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

○武田委員 少し質問させていただきます。今

回の1,500万円は全額一般財源ですが、来年度以

降事業をされる場合には、財源のほうはどのよ

うになるんでしょうか。

○重黒木総合政策課長 今後、財政担当部局と

の協議になるとは思いますけれども、一般財源

も含めて検討していくことになると思っており

ます。今の段階では、まだ来年度以降の予算の

話ですので、ちょっとそこは詰め切れておりま

せん。

○武田委員 できる限り国の予算を使われるん

でしょうけれど、有利なやつを使っていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。

○重黒木総合政策課長 おっしゃるとおり起債

も含めて、できるだけ財政負担の少ない形でやっ

ていきたいと考えております。

○武田委員 あと今回、民間の商業ビルが２棟

できる。宮崎市さんは商店街のほうに誘客をし

ていきたいという形の中で、県として、にぎわ

い空間の創出として駅前広場を開発するという

ことで、この三者、民間と市と県とのコンセプ

トといいますか、民間業者の方々のコンセプト

と宮崎市さんが誘客をしていく全体の流れと駅

前広場のにぎわい空間が同じようなコンセプト

でうまく調和していかないと、せっかくお互い

がそれぞれ予算を使ってやるのに、全体の調和

がうまくいかないといいものができないと思う

んです。そこらあたりの話し合いを検討委員会
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及び基本計画策定の中でされるんでしょうが、

今どのようになっているんでしょうか。

○重黒木総合政策課長 おっしゃるとおりでご

ざいまして、せっかく整備をするということで

ございますので、整備したものを最大限効果を

発揮するために、それぞれが協調して統一した

コンセプトで、スケジュール感も含めてですけ

れどやっていきたいなと思っています。少し事

務的には今話をしていますけれども、今後さら

にどういった機能が必要なのか、そこでどういっ

た方々がどういった催しをやっていくかとか、

それによって、どういうふうに人をこっちに誘

導するための環境整備も含めてやっていくのか。

統一的に考えていくように、積極的に県と事業

者と宮崎市で意思疎通を図りながらやっていき

たいと思います。

○武田委員 早めに全体のコンセプトをまとめ

られて、私たちというか県民の皆さんに、こう

いうコンセプトで三者一体となって開発してい

くというのを出していただくと、ありがたいな

と思っています。

最後ですけれど、先ほどからずっと出ている

ように、延岡駅、小林駅等、一生懸命頑張って

こられたのに減便ということで、私たちもずっ

と委員会等で行かせていただいて、なかなかＪ

Ｒさんとの意思の疎通がうまくいっていないの

かなという思いもあったんですが、今部長の話

をお聞きして、ここで一気に宮崎もおくれない

ように駅前開発をしたいと。

今、県内、高齢化で大変になっていますので、

公共交通機関はどうしても必要だと思うんです

よね。そのためにやはり、最初に、宮崎駅前を

開発していただいて、これを各市町村に波及さ

せていただけるように願っておりますので、しっ

かりと三者で話し合いをしていただきたいと思

います。よろしくお願いしておきます。

○井本委員 ここを県がみんなの共通空間とし

て確保するという発想はなかなか私は立派なも

んだなと思っているんですよ。私もずっと世界

中を旅すると、どこにでも何とかの広場という

のが大体町の真ん中にあって、そして土日はい

つも市場みたいなのが開かれているんです、何

かまたイベントをやったりして。何で日本はこ

んなものがないのかなと、常々思っていたんで

すけれど。町の中心あたりにそういうもんがあっ

て、みんなが集まれるような、はっきり言って

このぐらいのスケールじゃなくて、もっと私は

大きなものが欲しいなと思うぐらいなんだけれ

ど、しようがないんだけれども。しかし、そう

いう公共の空間を確保するという、この発想は

私はこれいいんじゃないかなという気はするん

です。

質問にならんのだけれど、延岡市の駅前に第

三セクターで、ビルをもう一回建て直すと言い

よるわけですよ。市民の中では、あれはないほ

うがいいという人もおるんですよ、全くの空間

のほうがね。私なんかもあそこは空間にしても

らったほうがいいという立場なんだけれど。そ

ういう空間もやっぱり一つの建物だと。この建

物がもし、今さっき言ったように、ＪＲに渡し

て、ビルでも建てられたら、それこそ本当に狭

くなってしようがないという感じがするんだけ

れど。

民間に渡せば経済的なことしか考えんから、

やはり本当にみんなが安らぐ場というか、みん

なが集まれるような場を確保する発想は、私は

なかなかおもしろいな、いいなと思っているん

ですわ。だからと言って質問にならんけれど、
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延岡の場合を私が思うとき、県のほうから何か

言うことはできんもんかなという。私は言いよ

るんだけれどね、あの辺がもうちょっと何とか

ならんかというのがあるんだけれど。これは質

問になりませんが、私としては感心しておるん

ですわ。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑もないようでございますの

で、それでは、次に、報告事項に関する説明を

求めます。

○川口みやざき文化振興課長 それでは、地方

自治法及び県条例に基づき、公益財団法人宮崎

県立芸術劇場の経営状況等について御報告いた

します。

平成30年９月定例県議会提出報告書、県が出

資している法人等の経営状況についての23ペー

ジをお開きください。

初めに、平成29年度の事業報告についてであ

ります。

事業概要ですが、当財団は、県立芸術劇場の

指定管理者として、県立芸術劇場が県民の文化

芸術活動の振興拠点としての役割を十分果たし

ていくよう、多様な文化事業を企画、実施する

とともに、積極的に活用されるよう管理運営に

努めたところであります。

次に、事業実績についてであります。

県立芸術劇場の指定管理業務、施設の利用及

び維持管理につきましては、記載しております

とおり、貸館業務や施設・設備の維持管理を行っ

たところであり、事業費は２億7,969万6,000円

となっております。

次に、その下の上記以外の指定管理業務等に

つきましては、４億4,265万9,000円となってお

ります。

その内訳としましては、まず、第22回宮崎国

際音楽祭でありますが、17日間にわたり11の公

演と関連イベントを開催いたしまして、延べ入

場者数は、過去最高の２万700人余りを記録しま

した。

また、次年度の第23回音楽祭開催のため、公

演内容や出演者の決定、調整など、準備事業を

実施しております。

一般公演のほか自主企画制作公演事業、次ペ

ージの教育普及事業、芸術文化発信事業につき

ましては、記載のとおり多彩な公演・普及事業

を実施したところでございます。

次に、経営状況等につきましては、26ページ

以降に、財務諸表がございますが、説明が重複

いたしますので、同じ資料の171ページ、出資法

人等経営評価報告書の中で御説明いたします。

まず、出資の状況であります。総出資額は２

億4,734万7,000円、県出資額も同額ですので、

県出資比率は100％であります。

次に、県関与の状況であります。

まず、人的支援でありますが、右側の平成30

年度の状況としまして、役員10人のうち、県退

職者は３人、また職員数28人のうち、県職員は

１人、県退職者はこれも１人となっております。

次に、その下の財政支出等につきましては、

平成29年度は、委託料として６億760万2,000円

を支出しております。

その主なものとしましては、その下の欄にあ

りますように、まず、県立芸術劇場管理運営事

業は、劇場の維持管理等を行うもので、指定管

理料として、３億1,839万9,000円を支出してお

ります。

次に、宮崎国際音楽祭開催・準備事業は、同
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音楽祭の開催業務等を行うもので、指定管理料

として9,835万6,000円を支出しております。

さらに、県立芸術劇場大規模改修事業は、劇

場内の施設や設備の修繕を行うもので、委託料

として１億3,551万9,000円を支出しております。

次に、活動指標であります。

まず、劇場稼働率は、目標値の77％に対しま

して、実績値は75.9％、達成率は98.6％となっ

ております。

次に、主催公演の入場者率は、目標値の66％

に対しまして実績値は69.4％、達成率は105.2％

となっております。

次に、友の会会員数は、目標値の1,500人に対

しまして、実績値は1,565人、達成率は104.3％

となっております。

活動内容につきましては、３つの指標のうち、

２つの指標につきまして目標値を上回っており

ます。このうち、主催公演の入場者率について

は、平成30年度より目標値を引き上げ70.0％と

しております。

172ページをお開きください。

財務状況でございますが、左側が毎年度の収

支状況を表す正味財産増減計算書、右側が年度

末の資産や負債の状況を表す貸借対照表であり

ます。

初めに、正味財産増減計算書の平成29年度の

列をごらんください。

経常収益は８億5,554万9,000円に対し、経常

費用は８億4,725万2,000円で、当期経常増減額

は829万7,000円の黒字となっております。

平成29年度の基金取崩収益はございませんで

したので、当期経常外増減額は０円となります。

その下の当期一般正味財産増減額は829万7,000

円となっております。

これらにより、一般正味財産期首残高１

億8,403万1,000円から829万7,000円増加した１

億9,232万8,000円が、一般正味財産期末残高と

なっております。

その下の当期指定正味財産増減額は、41万円

のプラスとなっておりますので、指定正味財産

期首残高２億6,084万1,000円に、これを加えた

２億6,125万1,000円が指定正味財産期末残高と

なります。

この結果、その下の、一般正味財産期末残高

と指定正味財産期末残高の合計である正味財産

期末残高は、４億5,357万9,000円となります。

続いて、右側の貸借対照表であります。平成29

年度の列をごらんください。

資産は、流動資産と固定資産を合わせまして

５億7,160万1,000円であります。負債は、次年

度公演のチケットの販売収入など１億1,802

万2,000円となっております。この結果、資産か

ら負債を差し引いた正味財産は４億5,3 5 7

万9,000円となります。

正味財産の内訳でございますが、基本財産

が3,000万円、基金などの特定資産が２億3,125

万1,000円、一般正味財産が１億9,232万8,000円

となっております。

次に、その下の財務指標であります。

まず、管理費比率は、目標値の48％に対しま

して、実績値は61.2％、達成率は72.5％となっ

ております。

次に、入場料収入比率は、目標値の36％に対

しまして、実績値は33.9％、達成率は94.2％と

なっております。

管理費比率については、人件費の上昇に伴い、

平成30年度より目標値を３％下方修正し、51.0

％としております。
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次に、総合評価の欄の右上、県の評価につい

てであります。

活動内容につきましては、先ほど御説明しま

したとおり、主催公演の入場者率と友の会会員

数の目標指標につきましては目標値を上回って

おりますが、劇場稼働率の目標指数が目標値を

下回りました。

財務内容につきましては、いずれの指標も目

標値を下回ったものの、経常収支が大きく改善

いたしました。

組織運営につきましては、車両管理体制の改

善や県民の要望にきめ細やかに対応するため、

工夫を凝らしたさまざまな研修を実施するなど、

職員の資質向上に向けた取り組みが見られると

ころであります。

これらを受けて、その下の４段階評価につき

ましては、活動内容、財務内容、組織運営の全

てをＢ評価としたところであります。

続きまして、平成30年度の事業計画について

御説明いたします。報告書の29ページにお戻り

ください。

基本方針につきましては、これまでと同様に

多様な文化事業を企画・実施するとともに、創

作・発表の場として活用できるよう管理運営を

行うこととしております。

事業計画の指定管理業務（施設の利用及び維

持管理）については、１億3,593万8,000円、そ

れ以外の指定管理業務等につきましては４

億4,594万5,000円となっておりますが、このほ

かに事業は大きな変更はありませんので、ごら

んいただきたいと存じます。

次に、32ページをお開きください。

収支予算書であります。

まず、一般正味財産増減の部の経常増減の部

であります。

経常収益につきましては、県補助金等収益が

３億7,186万2,000円、チケット収入や企業協賛

金など事業収益として２億7,622万7,000円など、

７億556万9,000円としております。

経常費用につきましては、人件費支出として

１億3,318万1,000円、国際音楽祭や自主企画制

作公演事業などの事業費支出として５億7,226

万4,000円など、７億1,556万9,000円としており

ます。これらの合計額となる、その下の当期経

常増減額は、マイナス1,000万円となっておりま

す。

次に、経常外増減の部であります。

経常外収益につきましては、全額が基金取り

崩しによる収益となりますが、1,000万円として

おります。経常外費用はありませんので、経常

外収益から経常外費用を除いた当期経常外増減

額は同じく1,000万円であります。これらにより、

一般正味財産期末残高は期首と同額の１億9,232

万8,146円となります。

次に、指定正味財産増減の部であります。

当期は1,000万円の基金を取り崩す予定として

おりますことから、一般正味財産への振替額

は1,000万円となり、当期指定正味財産増減額は

マイナス1,000万円となります。このことから、

当期の指定正味財産期末残高は２億5,125万827

円を見込んでおります。一般正味財産と指定正

味財産の期末残高を合わせた正味財産期末残高

は４億4,357万8,973円となる見込みです。

公益財団法人宮崎県立芸術劇場の説明は以上

でございます。

続きまして、条例に基づき、公益財団法人宮

崎県私学振興会の経営状況等について御報告い

たします。
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報告書の169ページをお開きください。

本法人は、私立学校の相互の連携・協調、教

育充実及び振興を図り、本県教育文化の高揚に

資することを目的としており、総出資額は４

億2,583万8,000円、このうち県出資額は１

億9,675万5,000円で、県出資比率は46.2％であ

ります。

次に、その下の県関与の状況であります。

まず、人的支援につきましては、右側の平成30

年度の状況としまして、役員数の合計は11人で、

このうち県職員が１人、県退職者は１人、また、

職員数６人のうち県退職者は１人となっており

ます。

なお、職員につきましては、平成30年度は臨

時職員を１名増員しております。

次に、その下の財政支出等につきましては、

平成29年度は、県補助金が8,014万9,000円となっ

ております。

その内訳は、その下の欄にありますとおり、

まず、私立学校教育研修補助金は、私立学校の

設置者及び教職員の資質向上を図る研修事業に

対し、研修事業経費の２分の１以内を補助する

ものであり、決算額は230万円であります。

次に、私立学校退職金基金事業補助金は、私

学振興会が行う退職手当資金の基金造成に対す

る補助を行うことにより、私立学校等教職員の

福利厚生の向上を図るものであり、決算額

は7,784万9,000円であります。

次に、その下の実施事業につきましては、主

な事業を申し上げますと、魅力ある学校づくり

事業は、私立学校の外国人講師の招致や教育設

備の購入費に対する助成等、次に教育研修事業

及び退職手当資金給付事業は、先ほど御説明し

たとおりであります。

次に、その下の活動指標につきまして、まず、

魅力ある学校づくり助成利用件数は、目標値８

件に対して、実績値26件となっており、達成度

は325％であります。

次に、研修参加者満足度は、教育研修事業に

ついて、研修参加者に対して行ったアンケート

による平均満足度でありますが、目標値90ポイ

ントに対しまして、実績値97.3ポイントとなっ

ており、達成度は108.1％であります。

なお、魅力ある学校づくり助成利用件数の目

標値につきましては、１件当たりの事業規模に

より、年によって変動が大きいことから、過去

の実績等を参考に平成30年度からの目標値を８

件から１２件に見直しているところでございま

す。

次に、170ページをお開きください。

まず、一番上の財務状況の左側にあります正

味財産増減計算書についてであります。平成29

年度の列をごらんください。

経常収益は７億1,132万円に対して、経常費用

は７億1,052万8,000円であり、当期経常増減額

は79万2,000円となります。

当期経常外増減額はございませんので、当期

一般正味財産増減額は79万2,000円となり、一般

正味財産期首残高1,725万2,000円と合わせまし

て、一般正味財産期末残高は1,804万4,000円と

なります。

また、指定正味財産は、当期指定正味財産増

減額がございませんので、指定正味財産期末残

高は４億2,583万8,000円となりますことから、

正味財産期末残高は４億4,388万2,000円となり

ます。

次に、貸借対照表についてであります。平成29

年度の列をごらんください。
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一番上の資産は、流動資産と固定資産を合わ

せまして54億8,925万4,000円であります。

また、その下の負債は、流動負債と固定負債

を合わせまして50億4,537万3,000円であります。

この結果、資産から負債を差し引いた正味財

産は、４億4,388万2,000円、うち指定正味財産

が４億2,583万8,000円、一般正味財産が1,804

万4,000円となっております。

次に、その下の財務指標でございますが、自

己収入比率は、目標値10％に対して、実績値は9.7

％で、達成度は97％であります。管理費額は、

目標値3,000万円に対して、実績値は3,378

万5,000円、達成度は87.4％であります。

次に、教育研修事業費比率は、目標値50％に

対して、実績値は51.7％、達成度は103.4％であ

ります。

なお、管理費額の目標値につきましては、平

成20年度から3,000万円で据え置きしておりまし

たが、消費税増税など経済情勢の変化及び管理

費額の大半を占める給料手当などの人件費の増

加等により、平成30年度からの目標値を3,300万

円に見直しているところでございます。

最後に、一番下の総合評価の枠の右上、県の

評価につきましては、まず、教育研修事業にお

いて受講料を徴収することによる財源確保、事

務局経費の節減、研修メニューの充実強化によ

る質的向上、効率的な基本財産の運用及びホー

ムページ等による情報公開については、一定の

評価ができると考えております。平成28年度か

らは、主権者教育研修を行うなど、私立学校の

ニーズに応じた新たな取り組みも行われていま

す。

また、退職手当資金給付事業（幼稚園退職金

事業）につきましては、会員負担率を年々引き

上げるなど積立金の健全化が図られているとこ

ろでございます。

今後とも、法令に基づき、適正な事務処理を

行うとともに、さらなる退職手当資金給付事業

（幼稚園退職金）に係る積立金の健全化、ホー

ムページ等による積極的な情報公開に努める必

要があると考えております。

その下の４段階評価につきましては、ごらん

いただいた評価内容から、活動内容はＢ、財務

内容はＢ、組織運営はＢとしたところでござい

ます。

説明は以上でございます。

○日髙中山間・地域政策課長 中山間・地域政

策課でございます。別冊資料としてお配りして

おります、平成30年９月定例県議会提出報告書

（宮崎県中山間地域振興計画に基づいて行った

主な施策（平成29年度）について）をごらんく

ださい。

それでは、１ページをお願いいたします。

平成27年７月に改定しました中山間地域振興

計画では、計画の目標を、そこにあります「持

続可能な中山間地域づくり」とし、平成27年度

から今年度までの４年間を計画期間としまして、

四角囲みの１から４の重点施策であります、「仕

事がある中山間地域づくり」、「子育て環境等の

整備と移住・定住の促進」、「集落の維持・活性

化と新たな絆の創造等」、「安全・安心な暮らし

の確保」に取り組んでいるところであります。

２ページ以降に具体的な取り組み等を記載し

ておりますが、主な内容につきまして、委員会

資料の方で御説明をさせていただきます。委員

会資料の５ページをお願いいたします。

まず、中ほどの地図をごらんください。県中

山間地域振興条例で指定されている中山間地域
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の範囲を示したものであります。緑色の部分が、

過疎法や山村振興法など地域振興関係の５つの

法律における指定地域、そして、紫色の部分が

農林業センサス等で地域農業類型が山間農業地

域または中間農業地域と分類された地域となっ

ておりまして、緑及び紫色のついた部分が本県

の中山間地域となっております。

また、市町村名が赤字となっている市町村は、

後ほど施策の実績を御説明いたしますが、その

市町村全域が中山間地域となっている18の市町

村でございます。

６ページをお願いいたします。

４つの重点施策ごとに実施した主な施策を記

載しております。

まず（１）仕事がある中山間地域づくりにつ

いてであります。

１つ目の丸、農林業の担い手育成・確保と地

域産業の連携による雇用組織の設置としまして、

農林業への就業希望者に対する相談会の開催や

就業するために必要な技術研修、作業受託や担

い手育成の役割を担う農業法人への支援等を

行ったところであります。

２つ目の丸、地域資源・魅力を生かした観光

の推進としましては、昨年度登録が決定しまし

た祖母・傾・大崩ユネスコエコパークや世界農

業遺産、高千穂郷・椎葉山地域等、地域ブラン

ドを初めとしました地域の魅力を生かした情報

発信等に取り組んだところであります。

３つ目の丸、新たな視点に立った総合的な鳥

獣被害対策の推進では、集落ぐるみの鳥獣被害

を防ぐという観点から、集落被害対策ビジョン

に基づき、自主的な被害対策を行う集落の支援、

防護柵の設置、鳥獣被害対策マイスターの育成

など、被害を減らす取り組みのほか、ジビエ処

理加工施設の整備支援等、捕獲した野生鳥獣の

活用推進を図ったところであります。

（２）の子育て環境等の整備と移住・定住の

促進につきましては、１つ目の丸、地域全体で

の子育て支援等の充実として、未来みやざき子

育て運動の推進や出会い、結婚、出産といった

ライフステージに応じた子育ての支援充実に取

り組んだところであります。

２つ目の丸、教育環境の整備・充実等では、

通学環境の充実や経済的負担の軽減のため、地

区生徒寮の運営や育英資金の貸与等を行い、３

つ目の丸、戦略的な移住等の促進では、宮崎ひ

なた暮らしＵＩＪセンターを中心とした情報発

信、相談体制の充実のほか、昨年度は総務省の

委託事業で県外在住者を対象としましたワーキ

ングホリデーを実施したところであります。

（３）集落の維持・活性化と新たな絆の創造

等では、自主的な活力の向上として、いきいき

集落の認定や認定集落の研修交流会等を開催し

たほか、都市等との交流・地域間連携の促進と

しまして、中山間盛り上げ隊の派遣や地域おこ

し協力隊を活用しつつ、都市住民が集落活動の

支援を行うことを通じた交流の促進等に取り組

んだところであります。

（４）安全・安心な暮らしの確保としまして

は、１つ目の丸、医療の確保や保健福祉の充実

としてドクターヘリの運航やへき地診療所の巡

回診療、また、高齢者の通いの場として介護予

防教室の普及に努めたところであります。

２つ目の丸、地域公共交通の維持・確保とし

ましては、複数市町村にまたがるバス路線を運

行する事業者や市町村に対する支援等に取り組

むとともに、３つ目の丸、情報通信基盤の充実

及び利活用の促進としまして、携帯電話サービ
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ス未提供エリアの解消を図ったところでありま

す。

次に７ページをごらんください。

主な目標指標の達成状況であります。今回、

実績値のところの29年度の欄に、点線で参考の

欄を設けております。

これは、昨年度の委員会の御指摘を踏まえま

して、現中山間地域振興計画で設定しておりま

す指標の中で、中山間地域の実績として整理で

きた数値を記載したものであります。数値の下

に小さく（18市町村）と記載してありますもの

は、26市町村のうち、先ほど５ページの地図で

赤字で示しておりました市町村区域全体が中山

間地域となっている18の市町村で算出した数値

を記載しております。

また、（条例上の区域）と小さく書いてあるも

のにつきましては、中山間地域全体の数値を記

載しているものであります。

目標指標の達成状況を見ますと、鳥獣被害に

対する集落被害対策ビジョン実施集落数ですと

か、県内への移住世帯数などは着実に成果を上

げておりますものの、集落営農組織数ですとか

中山間盛り上げ隊の参加数などは、残り計画期

間１年を残して相当程度目標と差があるものも

ありますので、今後さらなる努力が必要かなと

いうふうに考えておりますので、各部局一丸と

なって取り組んでまいりたいと考えております。

報告については、以上であります。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

まず、県が出資している法人等の経営状況に

ついて質疑はありませんか。

○ 原委員 170ページに、私学振興会の県の評

価というところがありますよね。退職手当資金

給付事業については、会員負担率を年々引き上

げるなど積立金の健全化が図られているという

ところなんですけれど、この会員というのは幼

稚園の先生方の負担率が上がっているというこ

とですよね。まず、確認です。

○川口みやざき文化振興課長 幼稚園の会員の

負担率が上がっているということです。

○ 原委員 これは今九州内で、どういう負担

率の高さにありますか。私の認識では、宮崎県

が一番会員の負担率は高かったんじゃないかと

思うんですが。

○川口みやざき文化振興課長 負担率は、確か

に九州内では高いほうにございます。低いとこ

ろは1000分の54とか62とか65とかありますけれ

ども、ちょっと高めな状況にはございます。

○ 原委員 確か本県は1000分の80幾らという

数字が出ていませんか。

○川口みやざき文化振興課長 平成30年の最新

の状況で申しますと、1000分の81という形になっ

ています。

○ 原委員 非常に本県の場合は高いというふ

うに認識していましたから、今の答弁と一緒だ

と思うんですが。要は退職金に対しての資金給

付事業というのがあって、そちらのほうの割合

が低いので、この負担金を上げざるを得ない状

況であって、ここに評価がありますけれど、こ

れは県が努力したんじゃなくて、県が補助金を

切られたので、民間というか幼稚園の皆さんが

努力をして負担を上げたということなんですよ

ね、そういう認識ですよね。

○川口みやざき文化振興課長 要は積立率がな

かなか上がらずにといったこともありまして。

もともと幼稚園は中高よりも低い負担率の状況

であるというのもありますし。他県と比べると
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ちょっと高いところはあるんですけれども、自

助努力をされているところがあります。

○ 原委員 給付率も恐らく九州内で一番低い

と思います。ですから、今ちょっとこの団体と

の意見交換で、その話が上がっていて、知事の

日本一子育てしやすい宮崎県づくりというのが

あったんだけれども、その公約に照らしたとき

に、他県との給付率というか補助率というか、

それがために給付率が低いから、対象の会員の

負担率を上げざるを得ないという現状が数字と

してありました。

だから、そういう状況なので、九州内で一番

補助率が低いがゆえに、会員の負担率が一番高

いという。このことについては何か将来的には

少しでも他県並みにしようとかいう、お考えは

ないんですか。

○川口みやざき文化振興課長 今、一番高いん

ではないかとおっしゃられたんですけれど、実

は負担率を申し上げますと、佐賀県が1000分

の84、大分県が1000分の89でありまして、それ

からしますとうちは1000分の81で、一応３番目

であるという状況ですので御理解いただきたい

と思います。

○ 原委員 今ふっと出てきて、私もちょっと

自分の認識の中で話をしたので、しっかりした

データがあるようですから、私もそのデータを

認識して、またお話をさせていただきたいと思っ

ています。

○緒嶋委員 芸術劇場再整備をやっておられる

わけですが、あれはまだ継続してかなりかかる

わけですかね。

○川口みやざき文化振興課長 劇場の大規模修

繕の件だと思います。これにつきましては、毎

年２億円前後かけてやっているところでござい

ます。これまで途中、平成18年度に、19年度か

らの計画を立てたんですけれども、その中でこ

れまで計画に基づいて平準化を図りながら整備

しているんですが、29年度まで約14億8,500万ほ

どかかっております。

29年度に平成30年度から41年度までの概算を

ちょっと出しました。施設の耐用年数とか機器

の耐用年数とか、そういった法令に基づいて更

新したりするものもございまして、平成30年か

ら41年、今後12年間で約23億程度必要だという

概算は出しておるところでございます。

○緒嶋委員 改修やらに基金は使えないわけで

すか。

○川口みやざき文化振興課長 劇場文化振興基

金を県のほうで持っておりまして、それが当初

積み上げたときには20億あって、基本、大規模

改修と文化振興事業に充てていくことで使って

きております。これが29年度末には７億2,900万

ぐらいの残高があるという状況です。

○緒嶋委員 その７億は今後の23億ぐらいかか

るものの中に投入することになるわけですか。

○川口みやざき文化振興課長 今、それを使っ

ていくことで計上はしております、基金を充て

るということで。

○緒嶋委員 この芸術文化というのは重要なも

のでありますけれども、なかなかコストはかか

るというか、そういう点では課題も多いわけで

すので、難しいだろうと思いますけれども、で

きるだけ経費節減の点はやっぱり、かなり考え

なきゃいかんのじゃないかなという気がするわ

けですが。経費節減の方法というか方策は何か

あるわけですか。

○川口みやざき文化振興課長 改修する箇所は、

やはり緊急性、優先度を見極めながらやってい
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るんですけれども、特に利用者の安全にかかわ

る部分を優先するとか、貸館事業に影響を及ぼ

すものは優先するとか、あと可能な限りメンテ

ナンスで対応できるものはメンテナンスで対応

して、現有装置の延命を図るといったことをし

ていきたいと思っています。

また、コスト圧縮に一般競争入札を入れると

か、そういったことも工夫してまいりたいと思っ

ています。

○武田委員 県立芸術劇場で、私もちょっと勉

強不足でわからないので質問したいんですけれ

ど。どうしても宮崎市内の近くにあるので、周

辺の方々は行く機会が多いと思うんですが、串

間に住んでいますと、なかなか遠いというか。

これだけの予算があって、本当に芸術文化を育

てていくことは必要なことだと思っているんで

すが、県内の小中学生とか高校生に対して、バ

スで行って音楽を聞かせるとか、芸術を見せる

ということの取り組みがあっているのかどうか、

ちょっとお聞きしたいんですけれど。

○川口みやざき文化振興課長 報告書の24ペー

ジの一番下の⑤番に、芸術文化発信事業という

のを書いておりますけれども、ここに音楽アウ

トリーチ20カ所、演劇アウトリーチ７カ所、こ

ういったものは、学校の現場に行って、ピアノ

を弾いたり、バイオリンを弾いたりとかをやっ

ていて、劇場から外に出て、各地域でそういっ

た文化に親しめる環境を提供している状況でご

ざいます。

○武田委員 予算面もあると思うんですが、教

育委員会等と一緒になって、せっかくすばらし

い演奏とか演劇があるんであれば、県内全域の

子供たちに、見たり聞いたりする機会を与えて

いただけるとありがたいなと思っていますので、

よろしくお願いします。

○松村委員長 関連して質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、宮崎県中山間地域振

興計画に基づく施策について質疑はありません

か。

○緒嶋委員 中山間地域振興のためにいろいろ

と事業はされておるわけですけれども、限界集

落という言葉があるように、もう奥地の集落は

まさに限界というか、５戸あった集落が２戸に

なり、１戸になりというようなことで、もう消

滅寸前の地域が相当あるわけですよね、いろい

ろ政策はやっておられるけれど。そういう地域

の集落を消滅するまでそのような形で置くのが

いいのかと。ある意味で私は、やっぱり利便性

のいいところに移住する政策を進めなければ、

もう地域そのものも守れない。周囲は有害鳥獣

のため、集落そのものがフェンス、ネットで囲

い込まれて、人間のほうが、言わばネットの中

にいて、鹿や猿、イノシシが外である。どちら

が囲まれてるかわからんような地域が多くなっ

てきてるんですね、奥のほうでは。

やっぱりそういうことを考えた場合に、人の

医療とかいろいろな生活のためには、相当苦労

されているわけですね。年をとり車の運転もで

きないということであると、本当にそこで、そ

の人たちを住ませることがいいのかどうかとい

うのが、大きな課題である。これは市町村のそ

れぞれの首長さんを初め皆さん方が、悩んでお

られる。だから、そういうのを県が、国もです

が、そういう人たちをできるだけ市町村の中心

地に近いところに住ませることによって、その

人たちの生活を守る政策をモデル的に私はやっ

たらどうかと。そして、そういうのをほかの地
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域にも広めるという。網羅的に、その市町村の

ことを十分考えながら、そういう政策を進めて

いく必要があるところまで、中山間地域政策は

もう来ておるんじゃないかなと。

今のままの形でやるということは、言わば、

その人が亡くなられても本当にわからんまま、

そこにおられるような形が出てくるんじゃない

かなという気がしてならんので。移住でそこに

住むという住居の面を含めて、何か抜本的に政

策をやはり進める必要があると思うんですが、

そのあたりの発想は、もっと強く進めたらどう

かという気がするんですが、どうですかそのあ

たりは。

○日隈総合政策部長 緒嶋委員のおっしゃると

おりで、私は前任が福祉保健部長でしたので、

特に訪問看護あるいは介護事業者、非常に効率

が悪いもんですから、事業者自体もこれからは

多分いかない、非常に大きい問題だと思ってい

ます。

福祉保健部のほうでも、一生懸命今、取り組

んでおるんですが、例えば介護の加算がつくと

か、優遇措置があればいいんですけれども、現

状としては非常に厳しい。

そういう中で各首長さんたち、特に町村の中

山間地域を抱えておられるところは、ある程度

命のことを考えれば、そういうことも考えざる

を得ないような状況になってきているのかなと

思います。

ただ、住民の方、一人一人を考えると、やっ

ぱり死ぬまでそこに暮らしたいという御意見も、

お気持ちもありますので、そこも考えながら、

方向的にどうしていくかというのを、人口問題

等含めて、今後検討していかなくてはいけない

のかなと。本当真剣にそういう地域を抱えた市

町村とは議論していくべき時期だというふうに

考えております。そういう方向で、今後もう少

し詰めていきたいと思っています。

○緒嶋委員 その中で、若い者は、中心地に住

んで、両親とかひとり暮らしの人たちのほうが

奥に住んでおるようなことで、本当は、それぞ

れの家が、家庭の問題としても考えんといかん

わけですよ。しかし、その中で身寄りがいなく

なった人、もう親族も近くにいないような人は、

本当に言われたとおり、介護サービスも在宅サ

ービスもなかなかで、デイサービスも迎えにい

かん。そうすると、入浴サービスも10キロ、15

キロ先のところまで行くと、なかなか効率が悪

いので、そこまでやるだけのコストを考えた場

合、介護サービスの人たちも体力がないわけで

すね。

そうなりますと、そういう人たちは介護やら

の支援も受けられない。そのまま本当厳しい中

で老後を迎えておる姿というのは、見るに忍び

ないような感じがするので、これはやっぱりそ

れぞれの市町村が一番考えなきゃいかんことで

はあるけれども、そこに県が少しでも相談相手

になるような形で、どういう制度があるのか。

これは国にもお願いして何かそこ辺をやってい

かなければ、私は中山間地域対策といっても、

そういうところこそ何とか対策を立てないかん

のじゃないかという気がしてならんわけですよ

ね。ぜひその点については前向きに、市町村と

も十分相談してほしいということを強く要望し

ておきます。

○井本委員 現実を見ると、なかなか大変なん

だけれども、これは増田レポートの選択と集中

の理論と同じなんですよね。弱小のところは切っ

てしまえと、いいところだけ残して。要するに
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ミニ東京みたいなのをつくっていこうという発

想ですからね。なかなか基本的な考えはしっか

り持っていながら、しかし、それも確かに今崩

れていく。その集落に住んでいる人たちを救わ

んといかんというのと、２つ基本的な考えを持っ

とかんといかんのじゃないかなと私は思うんで

す。

そもそも国策が間違っているんですよ、私に

言わせると。だから本当は国が、この国策を改

めて、この前言うように、ミニ東京をつくるよ

うな国策じゃなくて、本当に人口がふえていく

ような国策をとらないかんのに間違っていると

私は思う。それを反省のないまま、今度は今み

たいに一つにまとめようというような発想は、

私は本当は主客転倒していると思うんですね。

現実は言われるように、確かに困っていること

は困っている。

この前、知事も議会で研究会の何とかレポー

トを、それと同じように説明したでしょう。そっ

ちがつくったんじゃないの、素案は。私はわか

らんけれども。でも、厚生労働省はそういう研

究会をつくって、たしか弱小なところをまとめ

んといかんと。それは増田レポートと全く同じ

発想ですよ、選択と集中というね。

しかし、そもそもは私は国策が間違っとると

思う。そこの反省のないまま、この地方創生の

変なものをやっているから、もう一回本当は人

口がふえていくような、そういうことを考えな

いかん。その辺がないまま、本当になし崩し的

に結局、選択と集中というのになっとるんじゃ

ないのかなと。

でも、確かに緒嶋委員が言われるように、困っ

ていることは本当困っておるわけですからね、

それはそれで救わないかん。本当に私からすれ

ば、国策を基本的に正さんことには、これはずっ

とずるずる少なくなってくると、私はそう思う

んですけれどね。どう思います。

○日隈総合政策部長 井本委員のおっしゃると

おり、地域の実情は都市部と大きく違います。

先ほどのお話で申し上げると、例えば介護の問

題で言うと、介護度の１と２の国庫負担につい

ては、市町村はボランティアとか市民活動とか

そういう効率的にできる活動があるからという

ことで一般財源化されましたけれども、例えば

椎葉村長と話すと、椎葉村と言うと甚だ失礼か

もしれませんが、「うちのどこに大学ボランティ

アとか市民ボランティアがあって、効率化がで

きるんですか」と。これが宮崎の現状じゃない

かと思います。

東京都であれば、そういう方たちもたくさん

いらっしゃって効率化が図れるから一般財源化

して市町村で対応するほうが効率的に、社会保

障費の圧縮にも、節約してやれるのかもしれま

せんけれども、なかなか地方の部分はそういう

ふうにはいきません。しかも先ほど申し上げた

とおり、人口減少の中で点在するところを回る

のは効率的ではないために事業者の負担が大き

いから手を引いていく。できたらやっぱりそこ

に加算をしていくとか、そういう政策を打たな

い限り、なかなかこの地域は守れないのかなと。

発想を変えて、やっぱり都市部と地方部は違

うという現状を、我々としては主張していかな

ければならない、そういう声を全国から上げて

いく必要があるかなと思いますので、今後とも

いろいろな機会で地方の意見は反映させていき

たいな、上げていきたいなというふうに思いま

す。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 報告事項につきましては、これ

で終わらせていただきます。

暫時休憩します。

午前11時56分休憩

午前11時56分再開

○松村委員長 委員会を再開します。

午後は１時５分から再開いたします。

暫時休憩します。

午前11時56分休憩

午後１時４分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

○重黒木総合政策課長 委員会資料の８ページ

をお願いいたします。私のほうからは、２件御

報告させていただきます。

１つ目が、平成29年度の取り組みにかかる政

策評価の結果についてでございます。

まず、１の趣旨等でございますけれども、県

の総合計画のアクションプランの29年度の取り

組みにつきまして、評価を行ったものでござい

まして、評価の結果につきましては、県民にお

示しするとともに、後年度の予算ですとか施策

に反映させていくものでございます。

２の評価の方法でございますけれども、まず

内部評価を行っておりまして、これはアクショ

ンプランの８つのプログラムを構成いたしま

す28の重点項目ごとに指標をつくっております

けれども、そのうち29年度に達成すべき目安値、

こういったものを設けておりますので、その目

安に対してどの程度達成できたか、その度合い

を評価したものでございます。

その上で、（２）の外部評価を行っております。

これは総合計画審議会におきまして、内部評価

の結果も参考にしながら、８つのプログラムご

とに評価を行っていただいたものでございます。

参考までに、総合計画審議会の状況を掲載し

ております。７月３日に第１回目の審議会を開

催いたしまして、知事から諮問するとともに、

内部評価の結果について説明し、御議論をいた

だいたところであります。その後、各委員から

各プログラムの評価と意見を書面でいただきま

して、７月30日の第２回の審議会で意見を集約

した答申案を御審議いただき、８月22日に知事

へ答申をいただいたというものでございます。

次に、３の評価結果でございます。全体とい

たしましては、観光再生おもてなしの分野で課

題はあるものの、一定の成果が出ているという

こと。成果や課題を踏まえて、さらに取り組ん

でいく必要があるといった御意見をいただきま

した。

前年度との比較を載せておりますけれども、

内部評価につきましては、改善が２項目、悪化

したものが４項目でございまして、外部評価に

つきましては、成果が出ているというＡ評価、

これにつきましては昨年度と同じく２つのプロ

グラム、一定の成果が出ているというのがＢ評

価でございますけれども、こちらが１つ減って

５つのプログラム、一部成果が上がっていない

項目もあるというのがＣ評価でございますけれ

ども、これは昨年度ゼロでしたけれども、１プ

ログラムとなっております。

次の９ページから、各プログラムごとの評価

の一覧を掲げております。表の一番右でござい

ますけれども、外部評価のところでございます
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が、プログラム１の人口問題対策プログラムか

ら一番下、プログラム４の地域経済循環構築プ

ログラムまで、昨年度と同じ評価でございまし

て、産業成長プログラムはＡ評価となっており

ます。

次の10ページでございますけれども、一番上

の観光再生おもてなしプログラムにつきまして

は、昨年度のＢからＣ評価となっておりまして、

そのほかは昨年度と同様でございます。一番下

の危機管理強化プログラムについては、Ａ評価

というふうになっております。評価の下がりま

した観光再生おもてなしプログラムにつきまし

て、少し詳しく御説明いたします。別冊の資料

１で、「新しい「ゆたかさ」展開プログラム」に

関する評価報告という冊子をお配りしておりま

す。こちらの冊子の13ページをお願いできます

でしょうか。「新しい「ゆたかさ」展開プログラ

ム」に関する評価報告でございます。

細かな指標も含めまして、変更結果を記載し

ておりますけれども、（１）総括評価ということ

で枠で囲んであるところの上段にありますよう

に、観光入込客数ですとか、キャンプの受け入

れ団体数が前年度から減少しておりまして、ま

た延べ宿泊者数ですとか、訪日外国人観光入込

客数、それから観光消費額、こういったものな

どにつきましては、増加はしたんですけれど

も、29年度の目標としていた目安値は下回って

いるということでございます。

例えば、このページの一番下の表の一番上の

行にありますけれども、13ページの下の表でご

ざいますけれども、観光入込客数がございます

けれども、29年度の実績につきましては1,532万

人でございまして、28年度の実績をわずかでご

ざいますけれども下回っております。それから29

年度の目安値の1,575万人にも届いていないとい

うことでございました。

また上から４番目の観光消費額、これにつき

ましては、29年度は1,547億円と増加はしており

ますけれども、目安値に掲げました1,749億円に

は届いていないという状況でございます。

こういった指標が、この観光再生おもてなし

プログラムでは少しふえたことが勘案されまし

て、外部評価としてはプログラム全体でＣ評価

となったものでございます。

総括評価にもございますけれども、東京オリ

ンピック・パラリンピックですとか、国民文化

祭、芸文祭などに向けまして、本県ならではの

資源を効果的に発信いたしまして、インバウン

ドを含む観光交流の拡大に取り組む必要がある

といった御意見をいただいたところでございま

す。

そのほかのプログラムにつきましても、さま

ざまな御意見をいただいておりますので、各部

局と連携しながら、今後の取り組みに生かして

まいりたいと考えております。

政策評価につきましては、以上でございます。

次に、委員会資料の11ページをお願いいたし

ます。地方版図柄入りナンバープレートの交付

について御説明いたします。

この地方版図柄入りナンバープレートにつき

ましては、昨年度、図柄の選定等につきまして

御報告させていただいておりますけれども、今

般１の概要にありますとおり、「走る広告塔」と

しての機能に着目しまして、地域振興等を図る

観点から導入が認められたところでございます。

全国第一弾の41地域の一つとして、本県では

お示ししている図柄「ひなたと海」でございま

すけれども、これをデザインしましたナンバー
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プレートの交付が開始されることになりました。

交付の手数料につきましては、表に記載して

おりますけれども、モノトーン版が8,500円、そ

れからカラー版、こちらにつきましては寄附金

をいただくことになりますけれども、寄附金

が1,000円の場合は9,500円ということになりま

す。

２の交付の時期でございますけれども、９月10

日から事前申請が始まっておりまして、10月１

日から順次交付される予定となっております。

また、申し込みにつきましては、図柄入りナ

ンバープレートの事務を取り扱っております全

国団体でございますけれども、日本デザインナ

ンバー財団、こちらのほうにお申し込みいただ

くか、各地域のディーラーとか整備工場を経由

して申し込むという形になっております。

４の寄附金の活用でございますけれども、来

年度以降となりますが、カラー版ナンバープレ

ートでいただきました寄附金につきましては、

地域交通の改善ですとか観光振興に活用される

予定というふうになっております。

なお、お手元に資料２ということで、こういっ

たチラシをお配りしております。九州各地域の

図柄ですとか裏のほうには申し込みの詳しい方

法などが記載されておりますので、また後ほど

ごらんいただければというふうに思います。

私の説明は以上でございます。

○岩切国体準備課長 常任委員会資料の12ペー

ジをごらんください。２巡目国体に向けたスポ

ーツ施設整備の進捗について、御報告をいたし

ます。

まず、１の陸上競技場の（１）整備基本計画

案についてであります。

別冊の資料３、県陸上競技場整備基本計画案

をごらんください。

この基本計画は、整備に当たりましての基本

的な考え方や施設の配置、整備内容、概算事業

費やスケジュールなどといった大枠を整理して

おるものでありまして、表紙の裏面の目次にあ

りますように、第１章から第６章まで、項目ご

とにまとめております。

主な項目について御説明をいたします。

７ページをお開きください。第３章、施設基

本計画でございます。この章は、県陸上競技場

として必要な施設基準や機能等について整理を

しております。

新設いたします陸上競技場は、国体や全国障

害者スポーツ大会の開会式、閉会式の会場とし

ての利用が想定されますことから、国体の総合

開会式、閉会式や陸上競技の施設基準を満たす

ものとするほか、国体後の活用といった観点か

ら、サッカー競技やキャンプ誘致等を視野に入

れた施設整備を行うこととしております。

９ページをお願いいたします。９ページには

具体的な施設・設備の内容を記載しております

が、主競技場は第１種公認競技場で、収容人数

は１万5,000人以上とし、雨天走路や屋内ウォー

ムアップエリア、電光掲示板や照明施設のほか、

医科学トレーニング室や競技用車椅子の保管場

所等を設置することとしております。

続いて、11ページをごらんください。第４章、

整備内容でございます。ここでは施設配置や造

成等について整理をいたしております。

12ページをごらんください。ゾーニングと施

設配置図を記載しております。ゾーニングでは

図の赤い点線枠が、陸上競技場を中心としたア

スリートゾーン、緑の点線枠が既存の体育館と

多目的広場を中心としたコミュニティゾーン、
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紫の点線枠が駐車場ゾーンとして、大きく３つ

のエリアにゾーニングをしております。

続いて、13ページの公園敷地内の造成につき

まして、できる限り公園内で残土処理を行うこ

とで費用の抑制を図りながら、高低差を２メー

トル程度以内に抑えて、施設利用者の移動や利

便性にも配慮した整備としていきたいと考えて

おります。

15ページをごらんください。15ページのとお

り、バリアフリー対策につきましては、ユニバ

ーサルデザインの考え方を取り入れ、さまざま

な障がい特性等に対応できるよう、その詳細に

つきましては、これから設計の段階で詰めてま

いりたいと考えております。

次に、16ページからの第５章、事業費等でご

ざいます。ここでは、概算事業費や財源等につ

いて整理をいたしております。

整備に係る事業費は、主競技場、補助競技場

や造成等の合計で概算で約200億円と試算してお

り、県と都城市のほか、国の補助金等の活用な

どさまざまな財源確保について検討してまいり

ます。

17ページには、整備の事業手法について記述

しております。（１）の施設整備につきましては、

県のＰＰＰ、ＰＦＩ手法導入優先的検討規程に

基づきまして、従来型手法である公設の形とＰ

ＦＩ手法との検討を行った結果、ページ下のほ

うにございます①のとおり、整備費用について

大きな差は見られなかったこと、また、②のと

おり、類似の事業におけるＰＦＩ導入の実績が

全国的にないということなどから、従来型手法

であります公設で整備を実施することといたし

ます。

18ページをごらんください。（２）の維持管理

・運営につきましては、直営方式や指定管理者

制度、ＰＦＩなど複数の方法が考えられますた

め、どのような方法がよいか引き続き検討をし

てまいります。

最後に、第６章、整備スケジュールについて

でございます。

２巡目国体の前年度となる2025年には、リハ

ーサル大会として競技会を行う予定となります

ので、それに間に合うよう、これから基本設計

や実施設計、工事等について計画的に進めてま

いります。

また、19ページに記述しておりますが、山之

口運動公園周辺の道路整備や渋滞緩和対策ある

いは国体後の施設の活用などといった点につき

ましても、都城市や競技団体等とも連携をしな

がら、今後さらに検討してまいります。

基本計画案については、以上でございます。

再び、常任委員会資料の12ページにお戻りく

ださい。

（２）のパブリックコメントの実施結果につ

いてでございます。

８月10日から９月６日までの期間で、計画素

案に対するパブリックコメントを実施いたしま

して、46の個人・団体からさまざまな御意見を

いただきました。

１枚めくっていただきまして、14ページから

の別紙１をごらんください。ここには、いただ

いた主な御意見を表の左側に、それに対する県

の考え方を右側にそれぞれ整理をいたしており

ます。

まず、１の施設整備の基本的な考え方、基本

方針についてでございますが、陸上競技場を山

之口に新設整備することについて、交通アクセ

スや宿泊施設、役員等の移動にかかる負担ある
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いは距離や集客性などの地理的な観点、また障

がい者の利用に係る利便性などについての御意

見がありました。

また、県総合運動公園につきまして、県総合

運動公園での新設または大規模改修という御意

見がございました。

県といたしましては、整備地の選定につきま

しては、南海トラフ地震の可能性が非常に高く、

津波浸水被害が想定される中で、新しく大規模

な施設を建設して、国体のような長期間にわた

る大規模な大会を県総合運動公園で実施するに

はリスクが大きいと考えますことから、都城市

から要望もありました山之口で整備を行うこと

としたものでありまして、また、県総合運動公

園につきましては、今後もオリンピック・パラ

リンピックの事前合宿や各種大会などさまざま

な利用が見込まれますので、引き続き活用する

こととして、津波避難対策や必要な改修等につ

いて検討を進めることとしております。御理解

をいただきたいと考えております。

次に、２の施設基本計画、施設配置につきま

しては、遊歩道やクロスカントリーコースの整

備、県産材の活用、災害発生時の水源確保のた

めの井戸の設置や雨水の再利用といった要望の

ほか、敷地に余裕がなく窮屈に感じるなどといっ

た意見がございました。

次に、３の造成、駐車場等につきましては、

公園内の造成高を極力少なくしてもらいたい、

あるいは駐車場と競技施設が県道をまたいでお

りますので、利用者の移動における安全対策を

お願いしたいといった意見がございました。

４のバリアフリー対策につきましては、高い

基準のバリアフリーを採用し、設計の段階から

当事者の意見を聞きながら取り入れてもらいた

いといった意見がございました。

これらの御意見につきましては、競技団体等

の意見を伺い、また、都城市や関係部局とも協

議を行いながら、今後の基本設計等において十

分に検討してまいりたいと考えております。

次に、５の事業費や財源につきましては、別

の平坦な場所に整備すれば造成費が不要となら

ないかといった意見や、山之口と県総合運動公

園の２つの施設を持つことになるため、維持管

理費用がかさむのではないかといった意見がご

ざいました。これらにつきましては、今後の設

計段階で、造成や維持管理の費用を抑えるため

の工夫について、具体的に検討をしてまいりま

す。

最後に、６の施設周辺の道路整備や国体後の

利活用につきましては、周辺の道路整備の必要

性や安全対策、渋滞緩和対策といった要望のほ

か、大規模大会やキャンプ等の誘致の実現可能

性について意見がございましたが、今後、都城

市や関係機関等と協議をし、また競技団体等の

御意見も伺いながら、その必要性や支援の内容

について、さらに検討をしてまいります。

パブリックコメントの意見については、以上

でございます。

再度12ページをお願いいたします。

（３）の今後のスケジュール案でございます。

基本計画案においても記述しておりましたが、

今後、整備基本計画を取りまとめまして、その

後、今年度内に造成や競技場の設計等の発注準

備に取りかかることといたしております。

13ページをごらんください。

２の体育館についてでございます。

まず、（１）の整備内容です。

メーンアリーナとサブアリーナが必要でござ
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いますので、その整備方法といたしましては、

既存の延岡市民体育館を廃止してメーンアリー

ナとサブアリーナを新設し市民体育館の機能を

担わせる案と、既存の市民体育館をサブアリー

ナと位置づけてメーンアリーナを新設する案で、

延岡市と調整を進めております。

また、敷地内と近隣に別途駐車スペースを確

保することといたしております。

（２）の今後のスケジュールでございます

が、11月を目途に基本計画素案の整理を行いま

して、１月にパブリックコメントを実施、年度

内に基本計画として取りまとめる予定でありま

す。

次に、３のプールについてでございます。

まず、（１）の官民対話の実施結果についてで

ございますが、整備手法の１つとして考えられ

る民間事業者との連携整備の可能性について情

報収集を行うため、事業発案の段階における事

前のサウンディングとして、官民対話を７月に

実施いたしました。参加いただいた15グループ20

社から、さまざまな御意見を伺いました。

意見の具体的な内容は、常任委員会資料の後

ろの16ページの、別紙２のとおりでございます

が、宮崎市錦本町の県有グラウンドのほうが連

携整備の可能性が高いとの意見が、多数でござ

いました。

これらの意見等を踏まえまして、13ページの

（２）にございますとおり、体育館と同様、11

月を目途に基本計画素案の整理を行いまして、

１月にパブリックコメントを実施、年度内に基

本計画として取りまとめる予定であります。

説明は以上でございます。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

その他報告事項について質疑はありませんか。

○緒嶋委員 陸上競技場の用地買収の状況は、

どうなってるわけですか。

○岩切国体準備課長 用地の買収につきまして

は、都城市が主体となって動かれるということ

で、一応、新しい公園の区画を前回お示しした

ところでございますので、それに従って取り組

みを進められているところでございます。

○緒嶋委員 もう、その買収の手続に入ってお

られるわけですか。でないと、もう19年度から

造成に入るというような感じになれば、買収が

できんと造成もできないわけであります。その

あたりは大丈夫なわけですか。

○岩切国体準備課長 周辺の地権者の方々には、

都城市のほうからお話をしてあるということで

ございまして、今のところ、その同意といいま

すか、不都合な御意見は聞いていないという話

でございますので、計画どおりに進めることが

できるものとは考えております。

○緒嶋委員 買収については都城市が責任を持

つということで、土地は、都城市の所有になる

ということですか。

○岩切国体準備課長 陸上競技場につきまして

は、都城市の都市公園という形になりますので、

用地につきましては、都城市の所有という形に

なります。

○緒嶋委員 県が、造成をすることになるわけ

ですか。

○岩切国体準備課長 費用の負担につきまして

は、今、都城市と我々県のほうで、具体的な取

り扱いについては協議を進めているところでご

ざいます。

○緒嶋委員 やっぱり、交通の利便性等から平

坦なところにつくったほうが、本当はよかった



- 35 -

平成30年９月19日(水)

わけですよね。山之口の運動公園ということで、

もう決まったわけですけれども、やっぱり造成

についても、ほかの平地なら買収すれば、すぐ

建築にもかかれたわけです。そして、造成に相

当、金がかかるんじゃないかなと思う。

造成費は、どのくらいで試算されておるんで

すか。

○岩切国体準備課長 整備基本計画案の16ペー

ジに、事業費の概算というのを書いております。

その中で、造成につきまして約40億ということ

で見積もっております。

○緒嶋委員 平地ならば恐らく40億は買収にか

からんかったじゃろうと思うんです。それぐら

い、この造成費にかかることは、ある意味では

大きな課題でもあろうと思うんです、最初から、

このあたりの考え方が、どう考えても。やっぱ

り、それだけ造成にかかることは大変なことじゃ

ないかなと思っているんですけれど、ある程度、

造成についても都城市に負担してもらう必要が

あるんじゃないですか。

○岩切国体準備課長 費用の負担につきまして

は、造成、それからそのほかの工事もたくさん

ございますので、あわせて都城市と調整、協議

を進めてまいりたいと考えております。

○緒嶋委員 それと、造成にしても本体工事は

切土のところにつくらんと、地震が来た場合に

は恐らく液状化現象みたいになって大変なこと

になると思うんですけれど、その主グラウンド

は切土のところに全部できるわけですかね。

○岩切国体準備課長 現在、我々が想定してい

る中では、主競技場については切土が多い箇所

のほうに配置をすることにいたしております。

○緒嶋委員 その「多い箇所」の意味がちょっ

とよくわからんけれど、全体が切土のところじゃ

ないと、恐らく、これは大変なことになる。震

度６、７が来たら、もう大変なことになるんで

すよ。

○岩切国体準備課長 委員のおっしゃる危惧は

我々も持っているところですので、極力、ある

べき形で整備ができるように調整をしてまいり

たいと考えております。

○緒嶋委員 場所を選定する条件の中で、やは

り、その「買収だけは都城市がします」だけで

は済まない。造成費のことも頭に入れた対応で

ないと、そこ辺は最初から私は問題があったん

じゃないかなと。その建設については県が持つ

にしても、ほかの平場の、都城インターの近く

ならば、その造成費40億が要らんかったわけで、

それは県が40億出して買ってつくったほうが、

かえって県の負担が安かったことになるような

気もせんでもない。

それと、もう一つは、スマートインターは一

台一台バーがおりて、やるわけですね。そのあ

たりも、やっぱり時間的なスムーズさを考えた

ら、スマートインターそのものが、普通のフル

インターぐらいにならんと大会のときにスピー

ディーにマイカーなんかが進入できんのじゃな

いかという懸念もあるわけです。この場合はネ

クスコでありますけれども、やはり、そこ辺と

の相談というか、それもやっておられるわけで

すか。

○岩切国体準備課長 現時点で具体的に協議を

しているところはまだないんですけれども、い

ずれにいたしましても、国体に向けて、周辺の

渋滞対策といいますか交通対策は、非常に重要

な事項でございますので、今後、設置しており

ます国体準備委員会も含めまして、詳細に検討

を進めてまいりたいと考えております。
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○緒嶋委員 そこ辺を十分進めないと、実際、

もう五、六年はすぐ来るわけですよね。長いよ

うで割と時間的にはないと、私は思うんですよ。

そこ辺を考えた上で、相当スピーディーに全て

を進めないといけないし、問題は、その用地の

買収が本当に順調にいくかどうかということも

含めて、やはり都城市とは、相当、積極的に対

応を考えていかないといけない。

もう一つは、今の木花の運動公園の津波対策

も、やっぱりこれとあわせて。どうせ国体のと

きには、あの木花の運動公園はかなりの種目の

競技がなされるだろうと思っているんですよね。

その点では、木花の整備も、やはり都城の陸上

競技場と同じようなペースで対応しなければ。

津波対策は後回しというわけにはいかんのじゃ

ないかと思うんですが、そのあたりの整合性と

いうか、事業的に話は進められておるわけです

か。

○岩切国体準備課長 木花の県総合運動公園の

津波対策につきましては、一義的には県土整備

部のほうで検討をされているところでございま

す。

あと、いろんな競技施設、委員がおっしゃっ

たとおりでございます。例えば自転車競技場と

かにつきましては、今の状態では、木花の運動

公園にしかないというところもありますので、

まだ競技会場自体は、決まっていないものが多

数ございます。今後、その競技会場の選定の状

況を踏まえながら、整備についてもあわせて考

えていくことになろうかと思っております。

○緒嶋委員 津波対策は、県土整備部だといっ

ても国体のための対応だから、やっぱり国体の

課長のところがリードしていかんと。それは県

土整備部の所管ですわというような発想じゃ、

ちょっと心配があるとですが。そのあたりの認

識はそれでいいんですかね。

○岩切国体準備課長 庁内でも、非常に頻繁に

情報交換等、情報の交流をさせていただいてお

ります。その中で、全庁を挙げて国体の開催に

向けて進むという方向でいけるものと考えてお

ります。

○緒嶋委員 木花の津波対策には、どれぐらい

金がかかるわけですか。

○岩切国体準備課長 済みません、ちょっとお

待ちください。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 木花

の津波避難対策の費用につきましてですが、こ

の施設整備の場所を決めていく過程の中で、県

土整備部のほうである程度計算されたときの数

字でいきますと、大体50億から100億ぐらいの間

と出ていましたけれども、これは多めに見てと

いうことで、ここから、どういうふうな形でう

まくできるかを今検討されております。そういっ

た形での検討を進めているというふうな状況で

ございます。

それから、先ほど、県庁全体としてここをしっ

かりやっていくべきだというふうなお話がござ

いました。確かに、そういうことをしていく必

要があると我々も思っております。副知事を座

長にしました庁内の検討会議といいますか、そ

ういったものは持っておりますので、その中で

の議論で、木花の津波避難対策についても、で

きるだけ早目にその方向性を出して整備してい

くというような、総論ではありますけれども、

意思確認はしたところでございます。

○緒嶋委員 この国体は、当然、宮崎県でなさ

れることは、もう決定でありますけれども、全

体的に、陸上競技場と津波対策、プール、体育
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館等、総合的に考えたら、全体で大体何百億か

かるわけですか。

○日隈総合政策部長 事業費は、精査はしてお

りませんけれども、恐らく五、六百億ぐらいに

積み上がるのかなと思います。

それと、もう少し補足で説明させていただき

たいと思います。先ほどの説明の中で、山之口

に整備ということの理由でちょっと欠落してい

たんで、もう一度なんですが、都市公園地域内

に建設すれば、国土交通省の社会資本整備総合

交付金、いわゆる補助金の対象になるというの

が一つ前提にありますので、今回の場所選定は、

都市公園を中心にしたということであります。

正直、私個人的に考えると、緒嶋委員と全く

同じで、例えば都城インターの近くがいいんじゃ

ないかという考えもありましたけれども。しか

し、この地域で、インターの近くでいうと、農

振、農転等の関係でかなり時間がかかるという

ことと、都市公園には持っていけないというこ

とで、国からの補助金の対象にならないとか、

そういうことがあるということでございます。

もう一つ、木花の津波対策については、あく

までも緊急避難的にやる部分、それと競技を行

うために再整備をする部分になるんですけれど

も、津波ということだけで考えると、先ほど担

当課長からも説明しましたが、ある程度期間が

長い大会とか、たくさんの人が集まる大会を開

催するには、ちょっと……。緊急避難はできる

んだけれど、その後、競技が再開できるかとい

うこと等を考えると、なかなか木花の場合は難

しい点もございます。そういうことも含めて、

今回、高台になりますけれども、都城地区の選

定になったということでございます。

○緒嶋委員 都市公園だから補助があると言う

が、補助はどの程度あるわけですか。

○日隈総合政策部長 これは国土交通省の毎年

の予算の中で決定されていくと思うんですけれ

ども、大ざっぱに申し上げると、全国の例を見

ますと、50億程度が一つの目安なのかなと。な

かなか、じゃあ、50億とれるんだねというわけ

にはいかないんですけれども。予算の規模があ

りますから、その年その年の需要額を国土交通

省のほうで見込んで、それを何カ年に分けて、

どうするかということも含めて、宮崎県がどれ

だけ確保できるかというのは、これから我々の

努力次第かなと考えています。

○緒嶋委員 一方では財政の健全化とかいろい

ろ言われる中で、五、六百億という金は、もう

宮崎県にとっては、相当な負担につながる。そ

れを起債で、一時はやらないかんわけでしょう

から、そういうことを考えた場合には、いかに

経費を減らすかという視点をやっぱり十分考え

ながら進まんと。

極端に言えば、これは県民から見て「それぐ

らいかかるとなら、国体をもう返上したらよかっ

たんじゃないか」というような。そういうこと

は、もう今さらできんけれども、内心、そうい

う認識もやっぱりあるだろうと思うんですよ。

だから、粗悪なものをつくっちゃいかんけれ

ども、経費節減については、逆に言えば国の補

助金を余計もらうことも含めて、やはり県の持

ち出しをいかに減らすかと。

そして、県民が、本当にできてよかったなと

いうようなことじゃないと、後で無用の長物み

たいになっては大変だろうと思うし。延岡の体

育館にしても、用地買収は容易じゃないんじゃ

ないかなという、私は懸念も持っておるわけで。

これはほかのところについても─まあ、錦本
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町のあそこはもう県有地じゃから、どうこうは

ないでしょうけれど、ほかのところについては、

やっぱり簡単にいかんのじゃないかなというこ

ともありますので。今聞いただけでは、はっき

り言って、やっぱり経費がかかり過ぎると。

その前に、今度の県議会でもあった、庁舎を

どうするとかの問題も。実際は国体よりも庁舎

のほうが重要じゃないかと、我々は、内面は思

うところもあるんですよ。

そういう点を考えた場合に、これは相当、経

費縮小は─都城市も、あれだけ誘致したから

には、やっぱり向こうの負担も県と同じくらい

負担してもらうような気持ちで取り組む必要が

あるだろうと、私は思っているんですが。

その意気込みは、どうですか。

○日隈総合政策部長 建設予定地であります都

城市、そして県北の体育館の延岡市とも、その

点については鋭意進めてまいりたいと考えてお

ります。

また、財源の話でもう少しだけ補足で申し上

げると、できるだけ交付税措置のある起債を活

用できるように工夫と国への要望等もあわせて

取り組んでまいりたいと考えております。

○井本委員 延岡も、都市公園区域になってい

るんですか。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 延岡

の体育館のところは、特に公園という整理になっ

ているわけではございません。通常の市有地と

なっております。

○井本委員 そうですか。いや、あそこはなっ

とるから、あそこに絶対建てないかんのだとい

う話を何か聞いたもんだから。そうじゃないわ

けですね。

○右松委員 宮崎市ということで、プールでご

ざいますが、場所は、当初の予測どおりといい

ましょうか、わかりました。

それで、どのような規模でいくのか。そして、

もう一つ、複合型─スポーツメディカルとか

トレーニングとか、そういった複合型なのか、

プール単体なのか。そういった事業費を、本当

に今厳しい状況の中で、どこまでかけられるの

かも含めて、まだその辺が表に出てないところ

もありますので、そのイメージがまだちょっと

湧かないんですよね。

それで、現状で、９月に検討状況報告という

ことは、これなのか、ちょっとわかりません

が、11月に、もうあと２カ月で素案を整理され

て出されるということですので、ある程度固まっ

ている状況なのか、それも含めて教えてくださ

い。

○岩切国体準備課長 プールにつきましては、

まず国体を開催するという前提でございますの

で、50メータープールと、補助プールとして25

メータープールが必要であるという部分。それ

から、ある程度の観客席を仮設も含めてつくれ

るような施設であること等が想定されるものだ

と思っております。

規模感や、それ以外の施設については、先日

の官民対話の中では、民間事業者が、いわゆる

県民も使えるような形の施設を併設するような

形で整備をするというような考え方を示された

ところもございます。

いずれにいたしましても、今後、基本計画と

いう形で内容を取りまとめてまいりますので、

その中で一定の方向性を出してまいりたいと考

えております。

○右松委員 現状で、基本計画素案が出て、そ

こでのまた議論になってくるのかなと思います
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が。

それから、きょう午前中の一番最初にやりま

した、宮崎駅西口駅前広場のにぎわい創出なん

ですけれど、経済団体との意見交換の中で、今

の北警の隣ですよね、あそこに、設置をした際

に、例えば、これはもう私から聞けば、物すご

い費用もかかるでしょうし、どこまで実現性が

あるのかわかりませんが、その経済人の方は、

地下で結びたいとかですよ。これはもう、この

場で議論するようなものじゃないかもしれませ

んけれども、いろいろと、それ相応の地位のあ

る人が─あの方はいろんな発想豊かな方であ

りますけれども、そういうことも考えられたよ

うでございます。

ですから、一応、県としても方向性を今後出

していかれるでしょうけれども、ある程度固め

た形で出していただくと、またいいのかなとい

うふうに思ったものですから。

状況的には、今話せる部分だけのところはわ

かりましたので、また今後ちょっと詰めていっ

てもらうといいのかなと思います。

○岩切国体準備課長 検討については、これか

ら随時、真剣にやってまいりたいと思います。

御説明すべきものが取りまとまりましたら、

すぐに御説明ができるような形で対応してまい

りたいと思いますので、よろしくお願いをいた

します。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） プー

ルにつきましては、民間との連携というか、民

間に土地を貸してつくってもらうのか、ＰＦＩ

という形でやるのか、いろいろありますけれど

も、そういうような可能性がどれだけあるんだ

ろうかという調査をいたしまして、錦本町のほ

うであれば、それなりの、経費節減も含めてやっ

ていけるんではないかという意見が、かなりあっ

たというふうなことでございます。

もう少し内容を整理した上で、場所をまず決

めるということ、そして、そのプールについて、

どういうグレードのものをつくるか。これは国

体のためにということでありますけれども、そ

ういう施設設備をどういうふうにするかを整理

していく。これが、基本計画の主な内容になっ

てくると思います。

その結果として、ＰＦＩならＰＦＩとしてやっ

ていく、やっていかないというふうなところを

整理すると思いますけれども、仮に、錦本町で

あるとすれば、土地はかなり広うございますの

で、そういったところのほかの使い方をどうす

るのかは、恐らく、そのＰＦＩであれば民間か

らの提案を受けて検討することになりますが、

その基本計画の中で、こういうふうな開発をす

るとかいうところまでは、多分行かないと思い

ます。

基本は、施設をどうつくるかが基本計画だと

思いますので、我々が今、早急に整理しようと

しているのは、そういうふうな内容だというこ

とで御理解いただければと思います。

○武田委員 パブリックコメントについて聞き

たいんですけれど、素案を出されて、46個人・

団体からですので、市とかが出すよりも、すご

い人が。やっぱり、ちゃんと認識があるんだな

と思っているところです。

基本計画の素案に対する、県民の皆様からい

ただいた意見に対する県の考え方というのは、

素案どおりの考え方がずっと出ていると思うん

ですが、パブリックコメントして、素案を変え

ていくようなことがあるのかなという疑問が、

これを見ているとあるんですけれど、そこあた
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りはどうなんでしょうかね。

○岩切国体準備課長 パブリックコメントで今

回いただいた意見の中に、一番最初にありまし

た建設地の話というのもございますし、あと、

こういう施設を、こういう設備を入れてくれと

いうようなものが多数ございました。その施設

・設備の部分につきましては、この基本計画の

中で全てを書くのは想定されておりませんので、

その部分については、今後のいわゆる基本設計

等々の段階で反映させていただくことになろう

かと思います。

ただ、幾つかの方からは、記述の仕方がおか

しいという指摘があった部分は確かにございま

した。その部分については、今回、案という形

でお出ししておりますが、修正を入れておりま

す。

具体的に申し上げますと、１カ所だけちょっ

と御説明をしますと、資料３の７ページに、施

設基本計画の中の３、施設機能に関する基本方

針（ポイント）というのがございます。この（１）

の機能性のところで、黒四角の２つ目がござい

ます。ユニバーサルデザインの導入というとこ

ろがあります。これは、当初、いわゆるパラア

スリートのために、ワンタッチで沈下する縁石

を陸上競技場内に採用するという書きぶりをし

ておったんですが、これについては、「それはパ

ラアスリートの利便性のものではない」という

御指摘がございました。削除をして、その上で、

一番最初にあります、動線上にスロープ又はエ

レベーター等を設置しますという、いわゆる動

線確保の形で修正をしているものもございます。

○武田委員 この県の考え方について、ちゃん

とホームページ上で出されていると思うんです

が、１回県民の方から意見をいただいてお答え

するというところが、もう少し何か、丁寧にで

きるような……。

その答えに対して、県民の皆さんの声を聞く

と、結構、県議会の委員会の中とか一般質問の

中でも出されている意見と同じような意見が

やっぱり多いなという感じがしますので、部長

の答えとか皆さんの答えを聞いていると、納得

する部分があるんですが、この書き方ですと、

なかなか、そこまで納得できるのかなと。

この委員会の中では、意見をお聞きして、あ

る程度納得できるものも多いと思いますし、私

としても、宮崎市に全部集中するよりも、県全

体にスポーツランドみやざきとして拠点をつ

くっていくやり方が地方創生の中でもいいのか

なという思いもあるんですが。もう少し丁寧に

県民の皆さんにお答えいただけるといいかなと

思っていますので、今後また、年明けてパブリッ

クコメントがありますので、そこはよろしくお

願いしときます。

○松村委員長 国体スポーツ施設に関して、質

疑はありませんか。

○前屋敷委員 プールに関して、委員会資料の16

ページのところの４ですね、対話の内容という

ところで、（１）の下、２つ目の黒ぽつですが、

現在プールのあるところのヤマザクラ総合運動

公園内の施設全体を含めてのことなんでしょう

けれど、非常に、やはり施設としては高く評価

をされているというのがあって、ここに関して

の県の位置づけというか、その辺の評価はどう

なんでしょうか。

○岩切国体準備課長 県の総合運動公園の位置

づけということで、よろしいでしょうか。

○前屋敷委員 はい。

○岩切国体準備課長 先ほどもちょっと申し上
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げましたとおり、県の総合運動公園、いろんな

施設が総合的に整備をされているということは

ございます。

ただ、現在の、いわゆる施設基準に合わない

部分も幾つか出てきてはいるにしても、総合的

に整備がされている状況でございますので、今

後、その競技会なり、練習に使うということで、

必要な改修については行い、検討を進めながら、

引き続き、県の重要な、いわゆるスポーツ施設

として活用していくことにはなるものと考えて

おります。

○前屋敷委員 私が聞き漏らしていたかもわか

りませんけれど、今のその施設そのものは今後

も維持して活用はしていくという意味合いでい

いわけですね。わかりました。

○日隈総合政策部長 今の木花にある県営プー

ルですけれど、これでは、国体の基準は満たせ

ませんので。

○前屋敷委員 はい。それは、わかります。

○日隈総合政策部長 いずれにしても、建設を

するか、それもまだ結論は出していませんが、

一番安い屋外型から、屋内型まで、どうするか

という検討をし、取りまとめていきたいと思っ

ています。

ただ、プールは、特に屋内になりますと、水

と電気がかなりかかりますので、先ほど次長も

ちょっと申し上げましたけれども、全体的にそ

のコストをどう落としていくかと。科学的に省

エネタイプは当然のこととして、あと、そのか

かる費用をどう、どこから賄っていくかも、提

案で出てきているんですけれども、ちょっと考

えていかないと、莫大なお金がかかります。

そういう点も、今後検討していく。あるいは、

民間から提案をいただいて、できるだけ行政コ

ストを圧縮していくということは考えないとい

けないのかなと思います。先ほど緒嶋委員から

もありましたとおり、行政経費がかかるという

ことを考えると、イニシャルコスト、建設コス

トだけじゃなくて、ランニングコストのことも

考えながら、今回の建設について検討していく

必要があるのかなと考えております。

○田口副委員長 延岡の体育館のことで、ちょっ

とお聞きします。

先ほど、体育館の中では案の１と案の２とい

うのが出ておりますが、これは延岡の、９月議

会でも大分質問が出ておりまして、まだ市長は

明確にどっちだというのは出せなかったんです

けれども、これはもともと、市の意向に沿って

案の１か案の２になるということでいいんで

しょうか。

○岩切国体準備課長 市とも十分に協議をしな

がら今詰めている段階の案と考えていただけれ

ばということでございます。

○田口副委員長 そうすると、今後のスケジュ

ール案というのが、30年の９月に検討状況報

告、11月に基本計画素案の整理と、そこに出て

おりますけれども、そういう意味では、この案

の１と案の２の、大体タイムリミットといいま

すか、いつごろまでに結論を延岡市に出してほ

しいという思いがあるのか、お聞きします。

○岩切国体準備課長 基本計画の素案を取りま

とめる必要がございますので、なるべく早目に、

延岡市さんと協議をした上で決定をしていきた

いと思っております。

○田口副委員長 ちょっと漠然として、よくわ

からんかったんですけれども。

要するに、11月までには決めてくれというこ

とでいいんですか。（「はい」と呼ぶ者あり）わ
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かりました。

○松村委員長 国体スポーツ施設でほかにござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑はないということで、ほか

の報告事項について、ありませんか。

○右松委員 １点だけです。

政策評価の部分ですけれど、いろいろと先ほ

ど説明があって、どうしてもＣとかに目が行っ

てしまう。ＢからＣに移ったところにも、やっ

ぱり目が行ってしまう。でも実際は、やはり目

標値に届かなかったと。

具体的に、その本質的な部分が、どうなのか

というところは、なかなかやっぱり政策評価と

いうのは非常に難しいのかなと思うんですよね。

政策項目、評価項目があり、それに沿った形

でやらざるを得ないので、そうなんですけれど、

総合計画審議会の有効性というか、言い方は

ちょっと変かもしれませんが、存在意義といい

ましょうか、その政策評価の部分と、それから

もう一つ政策提言の部分と。参考になる提言が

出てきているのかどうか。そしてまた、場合に

よっては、有意な意見に関しては柔軟にそれを

取り入れていく場になっているのかどうか。そ

この部分をちょっと教えてもらうとありがたい

なと思っています。

○重黒木総合政策課長 政策評価につきまして

は、右松委員がおっしゃるとおり、なかなか難

しい部分がございます。

そういう意味で、内部評価と外部評価に分け

て評価をしておりまして、内部評価のほうは、

ある程度定量的にというか、機械的にというか、

そういう形で評価しております。

審議会におきましては、我々が内部評価のほ

うである意味機械的にやったものを踏まえて、

それを、プロセスですとか定性的な部分も含め

て評価いただくという。審議会として全体を見

渡した上で、全体の状況を踏まえて、最終的に、

外部評価という形でＡとかＢとかＣを評価して

いただいている。我々が事務的にやっている内

部評価と、外部評価を、そういう意味でバラン

スをとった形で政策評価をしているのかなと

思っております。

それから、その際、委員の皆様からは、単純

な評価だけではなくて、評価に当たっていろい

ろ御意見もいただいております。もちろん政策

評価の審議会の中でもいただいておりますし、

現在策定を進めています総合計画の長期ビジョ

ンの中でもいろいろな御意見をいただいており

ます。

政策評価の中では、例えば観光の面、今回

ちょっと余り芳しくなかったんですけれども、

資源の効果的発信をもうちょっとしないといけ

ないとか、観光ニーズが非常に多様化している

ので、インバウンドも含めて、そこらあたりの

対策をさらに進める必要があるとか、そういっ

た御意見をいただいたり。それから人口問題が

一番喫緊の課題ですので、厳しい現状について

御指摘をいただいた上で、若者の定住に向けた

さまざまな提言もいただいています。

そういったものを踏まえて、政策評価はもち

ろんですけれども、それ以降の、例えば申し上

げました長期ビジョンですとかアクションプラ

ンの策定、そういったものにも反映させていき

たいと考えております。

○右松委員 わかりました。

今回、Ｃ評価、それからＢからの部分─中

身を細かく言うと、観光と、それから健康の部
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分とか、これから本県が進む中で、重要なポイ

ントになる分野なもので。

かといって、これを見て、この評価で即座に

そのまま本県の現状を分析できるかというと、

そうでもないところもちょっとあったりするも

のですから、政策項目、その辺も含めて、より

県の政策の部分で役に立つ、そういったところ

も、項目に入っていく中でやっていただくと、

非常に意義のある評価になってくるのかなと

思っているものですから。一概に、それでＣだ

からどうかというのも単純にはなかなか言えな

いかなとちょっと思ったもので。

あとは、できれば、その部分で出てくる政策

提言に関しては、有効なもの、有意なものはぜ

ひまた検討材料に入れていただいて、私たちに

もそれを紹介してもらうとありがたいのかなと

思ったところでございました。

○松村委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 その他報告事項については、質

疑がないようです。ここで終わらせていただき

ます。

最後に、その他で何かありませんか。

○重黒木総合政策課長 それでは、午前中の御

審議における予算の関係で、宮崎駅西口駅前広

場の再整備の関係図面をつくりまして配付させ

ていただきましたので、この図面につきまして

少し簡単に御説明させていただきます。

この図面は、現況をもとにつくっている図面

ですので、必ずしもわかりやすい図面とは言い

がたい部分もありますけれども、急ぎ、つくら

せていただきました。

図面の右側が、宮崎駅、今の駅舎となってお

ります。駅舎と、上のＫＩＴＥＮビル、それか

ら下のほうは今回の開発予定地ですけれど、こ

こに挟まれた部分が、いわゆる宮崎駅前の西口

駅前広場と言われているところでございます。

面積が、全体で１万1,000平米ございまして、

駅舎よりの部分、大体３分の１ぐらいがＪＲの

所有となっております。左側になりますけれど

も、7,200平米、大体３分の２ぐらいが県の所有

になっているところでございます。

今回、にぎわいの創出を図るために整備を検

討していこうという部分につきましては、この

駅前広場の下半分ぐらいのところ、今タクシー

プールが大宗を占めていますけれども、ここを

ある程度、歩道を広げていくような形で、中心

市街地に人の流れをつくっていく、あるいはイ

ベントができるようなスペースを確保していく。

こういったものについて、この中で何らかの整

備の方向性を考えていきたいと思っているとこ

ろでございます。

説明は以上でございます。

○松村委員長 質疑はありませんか。

○井本委員 タクシープールがなくなったら、

タクシーはどこへとめると。

○重黒木総合政策課長 タクシープールにつき

ましては、当然駅前に必要だと思っております

ので、ある程度を圧縮といいますか、少し狭く

なるような形になるかもしれませんけれども、

タクシーの利用者といいますか、協会等とも調

整を図りながら、どういうふうにレイアウトし

ていくのか、そういったものも含めて検討して

いきたいと思っております。

○井本委員 もう一つ。

ここの施設は、県がやったんですか。

○重黒木総合政策課長 現在の駅前広場につき

ましては、平成５年度から７年度ぐらいまでか
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けまして県のほうで整備して、今の形になって

おります。

○井本委員 そのとき、ＪＲとか市とかに対し

ては、もちろん協議しながらやったんだろうけ

れど、金銭的負担は何もなかったの。

○重黒木総合政策課長 そのときには、同じよ

うに検討委員会を設けて、駅前広場、このとき

は高千穂通も含めてでしたけれども、検討をし

ました。

負担につきましては、ここにＪＲの用地も入っ

ておりますので、ＪＲのほうには一部負担を求

めて、整備しております。

○井本委員 どのくらい。

○重黒木総合政策課長 当時は、全体の事業費

が約10億円でしたけれども、負担を求めたの

が9,600万円だったように記憶しております。

ですので、今回の整備に当たりましても、こ

このＪＲ用地について、相応の負担が必要とい

うことであれば、そこの負担も含めて協議して

いくような形になるのかなと思っております。

○井本委員 さっきの 原委員の話じゃないけ

れど、これは、そもそもが大体、宮崎駅のため

にやっていながら、１割ぐらいの負担しかしな

いのも、何かちょっと不平等の感じがするんだ

けれど。どうなんだろうかね。

○重黒木総合政策課長 当時のその負担の協議

がどのようになされたのかというところにもな

るんでしょうけれども、県といたしましては、

宮崎の県都である宮崎市の玄関口として、どう

いう役割を担わせるべきかという議論があった

上で、そういった負担割合が定められたと思っ

ております。

当然、駅を利用する方々の利便性の向上と、

当時もそうだったんですけれど、駅からおりて

各地に行くときに、どのように公共空間として

整備していくべきか。そこの役割分担の中で、

負担の割合というか区分が決まっていったんだ

というふうに理解しております。

○ 原委員 思いがけないところで、そのＪＲ

の負担の話が出てきたので。

その当時の９億幾らでしたかね、その事業の

中で、ＪＲが何千万かという数字が今出てきま

したが、その負担のときの内訳というか、どう

いうところで、どういう部分を、どう負担した

のかという、そこのところをちょっと。当時は

出しているわけですよね。間違いがないように、

詳しく教えてください。

○重黒木総合政策課長 負担につきましては、

宮崎駅前広場の全体の総事業費、これが最終的

に９億5,000万円余りということでございまし

た。

それに対して、どこの場所だということでは

なくて、全体の負担として、ＪＲのほうに9,600

万円負担していただいたということでございま

す。

○ 原委員 まあ約１割強、負担をなさってい

るということですよね。だから、井本委員から

も今あったけれど、どことなく、僕ら民間の感

覚からすると、そういう気がするんですよ。

だから、もし、ここに県の土地がなかったら

何もしなくていいんだよねって、僕は今ちょっ

と逆説的に質問から、売り、貸しの、そういう

話になってきたわけであったんですけどね。

あとは、ふるさと納税の話までしたけれど、

そういう議論をしてきたのかという経緯を聞き

たかったので、したわけだけれども、このとき

出しているんであれば、じゃあ当時の─これ

は１年処分だったか何年処分だったか、それは
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この前も議論があったけれど、長く記録を残す

べき書類じゃなかったかもしれないので、わか

らないかもしれませんが、できる限り、このと

きの負担は何だったのか、どういうことでこう

いうことになったのかというのは、やっぱり一

回参考にされたらいかがですかね。

○重黒木総合政策課長 原委員のおっしゃる

とおり、当時の経緯も含めて、どういった形で

負担したのかというのをまず調べた上で、今回

の整備の中でどのように民間事業者と行政側と

負担を求めていくべきなのか。それについては、

検討委員会等の中で協議を重ねて話し合って決

めていくことになろうかというふうに思ってお

ります。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

○田口副委員長 この委員会でいいと思うんで

すけれども、先日出ました宮崎市の会計検査院

の交付金に関する件で、ちょっとお聞きいたし

ます。

何か宮崎市の虚偽報告というので新聞にも大

きく出ましたけれども、機器の納品に関して、

設置と代金支払いに違いがあったということで

会計検査院のほうから指摘を受けて、交付金を

返しなさいというふうなのが来ていると聞きま

したが、この件に関して、市から県に対して一

切相談はなかったのかどうかを、まずお聞かせ

ください。

○日髙中山間・地域政策課長 補助金の申請等

に係る手続上のお話は当然伺っておりますけれ

ども、今回問題になっているようなことについ

ての相談ということは、ございませんでした。

○田口副委員長 問題が発生してからの相談は

なかったということであるならば、今、会計検

査院が交付金の返還と、加算金もというような

話も来ているようですけれども、この3,210万プ

ラス加算金も含めて、県は、一切責任を負うこ

とはないと理解しておいてよろしいんですね。

○日髙中山間・地域政策課長 はい。現段階で、

そういうふうに判断しております。

○田口副委員長 判断していると。明言はでき

ないんですか。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） あり

ません。

○田口副委員長 それがはっきりすれば、大丈

夫です。

○松村委員長 ほかに、ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、以上をもって総合政

策部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩します。

午後２時19分休憩

午後２時26分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明をお願いします。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○畑山総務部長 総務部でございます。

まず、御説明に入ります前に、おわびを申し

上げます。

先般、旧優生保護法に関する資料の取り扱い

や、知事部局における障がい者雇用の事務処理

におきまして、不適正な対応がありましたこと

に、心よりおわびを申し上げます。

今後このようなことが発生しないよう、適正

な事務処理の徹底に努めてまいりたいと考えて
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おります。

なお、これらの件につきましては、本日、そ

の他報告事項で御説明をさせていただきます。

それでは、本日御審議いただきます議案等に

つきまして、総務政策常任委員会資料により御

説明をさせていただきます。

あらかじめ配付しておりました資料の中の数

字に一部誤りがありましたので、差しかえの委

員会資料を机上に配付させていただいておりま

す。申しわけございませんでした。この差しか

え資料のほうで御説明をさせていただきます。

まず、資料の１ページをお開きください。

平成30年９月補正予算案の概要（議案第１号）

についてであります。

今議会に提出しております一般会計の補正予

算案は、国庫補助決定に伴うもの、その他必要

とする経費について措置するものであり、補正

額は、一般会計で71億6,370万3,000円の増額で

あります。

また、この補正による一般会計の歳入財源と

しましては、分担金及び負担金が3,132万円、国

庫支出金が４億256万7,000円、繰入金が310万円、

繰越金が66億40万8,000円、諸収入が280万8,000

円、県債が１億2,350万円であります。

これらの結果、９月補正後の一般会計の予算

の規模は5,906億6,504万1,000円となります。

２ページをお開きください。

一般会計歳出の款ごとの内訳でございますが、

主なものを申し上げますと、一番上の総務費は、

平成29年度一般会計決算に伴う繰越金の一部に

つきまして、地方財政法の規定により、県債管

理基金へ積み立てるもののほか、民間事業者が

行う宮崎駅西口開発により生まれる人の流れや

にぎわいをさらに活性化するため、関係者によ

る検討委員会を設置し、西口駅前広場のあり方

及び再整備に関する基本計画を策定するための

経費を計上するものであります。

１つ飛びまして、衛生費でございますが、宮

崎市郡医師会病院等の整備及び総合及び地域周

産期母子医療センターの運営を支援するための

経費を計上するものでございます。

その下の農林水産業費は、鳥獣進入防止柵の

整備を支援するための経費の増額や、新燃岳の

降灰被害を受けた原木しいたけ生産者に対し、

生産再開に必要なほだ木の造成を支援するため

の経費のほか、硫黄山噴火に伴う長江川・川内

川水域の農業用水確保のための調査等の経費や、

漁港整備を行うための補助公共事業の増額等の

経費を計上するものでございます。

なお、長江川・川内川水域の農業用水確保の

ための調査等の経費につきましては、さきの６

月補正予算におきまして県単公共事業として計

上した事業について、新たに国庫補助が認めら

れたことによりまして、事業規模を拡大し、補

助公共事業として改めて計上をしております。

その下の商工費は、県総合運動公園のウエー

トトレーニング場整備のための設計に必要な経

費を計上するものでございます。

予算議案につきましては、以上でございます。

続きまして、特別議案について御説明をいた

します。

飛んで、資料の６ページをお開きください。

議案第２号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」についてであります。

これは、エネルギーの使用の合理化等に関す

る法律の一部改正に伴い、引用する関係規定の

改正を行うものであります。

次に、７ページをごらんください。
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議案第３号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」についてであり

ます。

これは、地域再生法等の一部改正に伴い、一

定の要件を満たした施設を設置した者に対して

課する県税の課税免除措置を整備するための改

正を行うものであります。

続きまして、報告事項でございます。

資料の８ページをお開きください。

宮崎県国民保護計画の変更についてでありま

す。

これは、武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置に関する法律、いわゆる国民保護

法の第34条第８項において準用する同条第６項

の規定により、御報告をするものであります。

最後に、その他報告事項でございます。

資料の９ページをごらんください。

本日御報告いたしますのは、ここに記載の、

文書センターで確認された旧優生保護法に関す

る資料についてなど、３件でございます。

それぞれの詳細につきましては、危機管理局

長並びに担当課長から説明いたしますので、御

審議のほどよろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○吉村財政課長 常任委員会資料の３ページを

お願いいたします。

議案第１号の歳入予算について御説明いたし

ます。

太枠の中の今回補正額の欄をごらんください。

まず、自主財源でありますが、分担金及び負

担金が3,132万円、繰入金が310万円、繰越金が66

億40万8,000円、諸収入が280万8,000円、依存財

源につきましては、国庫支出金が４億256万7,000

円、県債が１億2,350万円で、いずれも増額となっ

ております。

この結果、一番下の欄にありますとおり、こ

の補正による歳入合計は71億6,370万3,000円と

なり、補正後の一般会計の予算規模は、その右

の欄にありますとおり、5,906億6,504万1,000円

となります。

次の４ページをお願いいたします。

ただいま御説明いたしました歳入の科目別の

概要になります。

まず、一番上の分担金及び負担金であります

が、今回の補正予算案に計上しております補助

公共事業に係る市及び町からの負担金であ

り、3,132万円の増額となっております。

次に、繰入金は、県総合運動公園に整備しま

すウエートトレーニング場の設計に必要となる

額を観光みやざき未来創造基金から繰り入れる

もので、310万円の増額となっております。

次に、繰越金は、29年度決算の歳入歳出差し

引き額から30年度への繰越事業の財源を除いた

額、いわゆる実質収支額を繰越金として計上を

しております。

次に、諸収入は、一般社団法人から油津漁業

無線局の機器整備に係る補助金を受け入れるも

ので、280万8,000円の増額となっております。

次の、国庫支出金につきましては、主なもの

を説明します。

まず、２つ目の丸の衛生費国庫補助金につき

ましては、宮崎市郡医師会病院等の施設整備や、

周産期母子医療センターの運営に係る補助金で

あり、１億2,800万9,000円の増額となっており

ます。

次の、農林水産業費国庫補助金につきまして

は、鳥獣進入防止柵の整備や、新燃岳の降灰被

害を受けた原木しいたけ生産者に対する経営再
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開を支援する補助金のほか、えびの市におけま

す長江川・川内川水域の農業用水確保のための

調査等や漁港整備等の補助公共事業に係る補助

金であり、２億6,065万5,000円の増額となって

おります。

最後に、県債でありますが、補助公共事業の

財源として県債の発行を行うもので、１億2,350

万円の増額となっております。

歳入予算につきましては、以上であります。

続きまして、財政課関係の補正予算について

御説明をいたします。

資料変わりまして、別冊の平成30年度９月補

正歳出予算説明資料をお願いいたします。

９月補正歳出説明資料の９ページをお願いい

たします。

財政課の９月補正予算は、補正額の上から２

行目になりますが、一般会計におきまして65

億5,843万8,000円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、同じ行の右か

ら３列目、一般会計で904億8,945万4,000円とな

ります。

１枚めくっていただきまして、11ページをお

願いします。

補正予算の内容になりますが、（事項）県債管

理基金積立金であります。これは、平成29年度

の一般会計決算における実質収支であります繰

越金の一部65億5,843万8,000円を、地方財政法

第７条の規定に基づき、積み立てるものであり

ます。

財政課は、以上であります。

○棧税務課長 それでは、税務課から、議案第

２号及び３号につきまして、いずれも総務政策

常任委員会資料により御説明をいたします。

委員会資料の６ページをお開きください。

議案第２号、宮崎県税条例の一部を改正する

条例であります。

１の改正の理由ですが、エネルギーの使用の

合理化等に関する法律の一部を改正する法律が

本年６月13日に公布され、公布の日から起算し

て六月を超えない範囲内において、政令で定め

る日から施行されることに伴いまして、宮崎県

税条例の関係条項の改正を行うものであります。

２の改正の内容につきましては、自動車税の

税率の特例に関する規定について、引用条項の

条ずれ、具体的には80条が147条に、78条が145

条に移動することから、改正を行うものであり

ます。

なお、今回の改正に伴う税率等の変更はござ

いません。

参考までに、今回の改正条文であります附則

第12条につきまして、お手元の資料の下半分に

概要を記載しております。

附則第12条につきましては、自動車税の税率

の軽課、重課に関する規定でありまして、軽課

につきましては、平成29年度、平成30年度に新

車新規登録をした自動車で、一定の要件を満た

した自動車につきまして、その翌年度である平

成30年度、31年度に税率を軽減するものでござ

います。

また、重課につきましては、新車新規登録か

ら11年を経過したディーゼル車、13年を経過し

たガソリン車、ＬＰガス車につきまして、その

翌年度分から、通常税率のおおむね10～15％を

加算するものでございます。

次に、３の施行期日につきましては、公布の

日から起算して三月を超えない範囲内におきま

して、規則に定める日から施行することとして

おります。
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続きまして、委員会資料の７ページをごらん

ください。

議案第３号、県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例であります。

１の改正の理由ですが、地域再生法等の改正

に伴い、一定の要件を満たした者へ県税の課税

免除を行った場合、減収額に対して国から地方

交付税を補塡する措置が創設されたことに伴い

まして、関係条項の改正を行うものであります。

２の改正の内容につきましては、これまでは

不均一課税のみでありましたが、今回の改正に

おきまして、不動産取得税に係る課税免除措置

を追加するものであります。

地域再生法に基づく県税の課税免除及び不均

一課税の概要につきましては、下の表をごらん

ください。

今回追加します課税免除措置につきましては、

上の欄であります。対象業種の指定はございま

せんが、いわゆる工場や店舗、単なる営業所は

対象外であります。

生産や販売等のための施設等ではなく、本社

機能を有する事務所、研究所、研修所、工場内

の研究開発施設を新設・増設すること、そして、

それらの取得価額が3,800万円以上、中小企業の

場合は1,900万円以上でございますが、これらが

要件となっております。

また、東京23区から地方等へ本社機能を移転

して整備する事業、これを移転型事業と申しま

すが、移転型事業のみが対象となっておりまし

て、適用税目は不動産取得税とすることとして

おります。

３の施行期日ですが、改正地域再生法の施行

日であります平成30年６月１日にさかのぼって

適用することとしております。

税務課からは以上でございます。御審議のほ

どをよろしくお願いいたします。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案について質疑はありませんか。

○前屋敷委員 今の議案第３号の件で、この下

の表の適用地域の中で、諸塚・椎葉を除くとい

うふうになっているんですけれど、もともと、

ここには、そういうものは対象としては来ない

という想定のもとに除外されているんですかね。

○棧税務課長 この課税免除の特例を適用する

に当たりまして、地域再生基本計画というのを

つくらなければならないということになってお

ります。

これが、商工サイドのほうで、その計画をつ

くる際に、各市町村さんとの打ち合わせをする

中で、諸塚村と椎葉村さんにつきましては、諸

塚村、椎葉村として、その計画には参加しない

という意向を示されておりまして、そのため、

計画そのものがないと。ないというか、その適

用がないということになっておりまして、した

がって、課税免除も適用対象外ということになっ

ております。

○緒嶋委員 県債管理基金は、この約65億を積

み立てて、残高はどれだけになったわけ。

○吉村財政課長 県債管理基金の９月補正後の

残高は、243億円程度となっております。

○ 原委員 参考までに、３ページの歳入のほ

うなんですけれど、教えてください。

昔、３割自治と言っていました。大体、市町

村を見てみると４割になっているんですが、こ

の変化はどこがどう。総額は6,000億で余り変

わっていないと思うんですけれど、どういう変

化があったのか。
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○吉村財政課長 昔、３割自治と言っていまし

たように、自主財源の割合が、おおむね財政基

盤が脆弱な県におきましては３割程度と言って

いた時代がございます。

本県は、当初予算ベース、決算ベースにおき

ましても、今年度、現状で40パーを超えており

ますが、大体40パー前後で推移をしているとこ

ろでございます。

自主財源が伸びた要因としましては、まず、

県税が伸びるのが一番いいんですけれど、県税

の割合はほぼ横ばいでして、国の経済対策で、

補正予算等において地方で基金の積み立てが認

められるようになっております。その基金を取

り崩して事業を行う場合、繰入金等で措置をす

ることになっておりまして、その繰入金等の割

合が伸びているのが、自主財源が伸びている要

因の１つではないかと考えられます。

○ 原委員 大体、県内の26市町村も、そんな

ふうですか。わかれば教えてください。

○日高市町村課長 26市町村の決算につきまし

ては、現在精査をして取りまとめ中であります

けれども、いわゆる３割自治と言われた部分、

自主財源の部分について、大きな増減は見られ

ないところでありまして、いわゆる、そういう

自主財源が少ないとか、財政基盤が弱いとか、

そういった課題についてはまだまだ引きずって

おるところであります。

ただ、最近においては、いわゆるふるさと納

税ですとか、そういった部分で財源をふやす努

力をされるようなところも出てきておりまして、

自主財源比率なんかを伸ばしているようなとこ

ろも、中にはあったりするところです。

○ 原委員 あとは決算でわかるだろうから。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

○髙林危機管理局長 危機管理課でございます。

宮崎県国民保護計画の変更について御説明い

たします。

委員会資料の８ページをお開きください。

まず、１の報告の根拠でありますが、国民保

護計画は、武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置に関する法律、いわゆる国民保護

法に基づきまして、我が国が外部から武力攻撃

を受けたり大規模テロが発生した場合など、武

力攻撃事態等における国民の保護に関する措置

について定めたものでございます。

今回、宮崎県国民保護計画を一部変更いたし

ましたので、国民保護法第34条第８項において

準用する同条第６項の規定により、御報告する

ものでございます。

次に、２の変更の概要でございますが、大き

く４点ございます。

まず、１点目は、関係法令等の改正に伴うも

ので、薬事法の題名が、医薬品、医療機械等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

に変更になったこと、また震災廃棄物対策指針

が災害廃棄物対策指針に改定されたことに伴う

変更を行ったところでございます。

２点目は、国が定める国民の保護に関する基

本指針の一部変更等に伴うもので、主な変更点

は、県が実施する武力攻撃事態等に対応するた

めの特有な訓練等について、人口密集地を含む

さまざまな場所や想定で行うとともに、実際に

資機材やさまざまな情報伝達手段を用いるなど

実践的なものとするよう努めることを追加した

こと、また避難施設の指定を行う場合は、事態
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において避難施設に住民を可能な限り受け入れ

ることができるよう、それぞれの施設の収容人

数を把握することを留意点として追加したこと

などでございます。

３点目は、県対策本部の体制等の変更であり

ますが、県の組織改正により、課の名称や分掌

事務の変更がありましたことから、これに対応

する部局対策室の班名と分掌事務の変更を行っ

たところでございます。

４点目は、データの時点修正でありますが、

本県の人口や高速道路の整備状況など交通イン

フラに関するデータの時点修正を行ったところ

でございます。

最後に、３、計画の変更日は、平成30年７月31

日となっております。

説明は以上でございます。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

報告事項について質疑はありませんか。

○緒嶋委員 この国民保護法に基づく県の訓練

というのは、今までやってきておるわけですか

ね。

○髙林危機管理局長 これまでの訓練でござい

ますが、６回ほど行っております。

２回は実際の実動訓練、あと４回につきまし

ては図上訓練という形で実施しておりまして、

ことしも、来年の１月31日に実動訓練を実施す

る予定としております。

○緒嶋委員 具体的に、実動訓練はどういう内

容になるわけ。

○髙林危機管理局長 ことしの予定でございま

す。

まず、ＪＲ宮崎駅で、不審な爆発物が見つかっ

たという想定で─ここは、爆破しなかったと

いう想定なんですけれど、その後、今度、イオ

ンのほうで爆発の事態が発生したと。それと前

後いたしまして、今度はシーガイアのほう、コ

テージ・ヒムカで、テロの銃の発砲事件等が起

きるという想定で、一連の流れを１月31日に実

施することとしております。

○緒嶋委員 その駅で、爆発物があったという

ことは、国民保護法との関連になるわけですか

ね。

○髙林危機管理局長 この３つの流れで、いわ

ゆるテロとか、そういうものと考えられますの

で、その一連で対象になると考えております。

○井本委員 武力攻撃かどうか、ぱっとわかる

わけ。

○髙林危機管理局長 訓練では、そういった武

力攻撃だということのもとで考えております。

○井本委員 もとで考えるって。実際は、何か、

どっかから「武力攻撃だ」って来るわけでしょ

う。

○髙林危機管理局長 国民保護の対象となる事

態というのが、大きく３つございます。

一つは、武力攻撃事態ということで、例えば

着上陸の侵攻であるとか、実際攻められてきた

とか、弾道ミサイルが来たとか、ゲリラという

ようなパターンがございます。

２点目が、武力攻撃予測事態ということで、

まだ武力攻撃の事態には至っていないんですが、

事態が緊迫して、武力攻撃が予想されるに至っ

た事態。

もう一つが、緊急対処事態というのがござい

ます。これが、今回の事例等にも関係してまい

るんですが、例えば、原子力施設であるとか石

油コンビナートに対する爆破なんかがあった場

合とか、大勢の方が集合するターミナル駅だと
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か大規模集客施設、ここにおいて何か爆破が行

われたとか、こういった緊急対処事態について

も、国民保護法の対象となっております。

今回、ＪＲとかイオンとかいう場合も、こう

いうところを考えると対象となりますので、こ

ういった訓練を行うところでございます。

○井本委員 いやいや、例えば火事とかあるけ

ど、間違うことはないわけだな。もうはっきり

わかるわけですか。これだと行動するわけです

か。どうもちょっとぴんと来ない。

○髙林危機管理局長 今回の訓練については、

あらかじめＪＲさんとか、それぞれのところと

打ち合わせをしておりまして、必ずもう、こう

いった想定のもとで訓練を行いますということ

で、実施をしております。

○緒嶋委員 こういうところでやるんなら、自

衛隊も訓練に参加するわけですか。

○髙林危機管理局長 関係機関が20機関ほどご

ざいまして、県警、自衛隊、ＪＲの関係の方、

いろんな方に集まっていただいて、全体として

行っていくこととしております。

○井本委員 わからんなあ。例えば、旭化成の

化学工場が爆破したときなんか、どう判断する

んだろうね。判断するところがあるでしょう。

多分これに該当するということで動くか、単な

る火事だという。

やっぱり、それを判断するところがあるわけ

ですか。何でんかんでん火事があったら、とい

うわけでもないでしょう。

○髙林危機管理局長 実際は、こういった大規

模なテロとかになりましたら、まず国のほうで

認定をしていただいて、その後、県のほうに指

示がまいりまして、そして本部を立ち上げて動

くことになります。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑もないようですので、次に、

その他報告事項に関する説明を求めます。

○丸田総務課長 総務課でございます。

常任委員会資料の９ページをお開きください。

説明に入ります前に、一言申し上げます。

旧優生保護法に関する資料につきましては、

個人情報を含む文書の取り扱いに不適正な点が

あったこと、また所属内及び所属間の情報共有

が不十分であったことなどによりまして、こと

し７月まで、その存在を組織的に確認できない

状況となっておりました。まことに申しわけご

ざいませんでした。

それでは、委員会資料に沿いまして、文書セ

ンターで確認された旧優生保護法に関する資料

につきまして御説明をいたします。

まず、１の経緯等についてであります。

旧優生保護法に関連する優生手術を受けた個

人が特定できる資料につきましては、ことし７

月に、庁内に３冊が存在することを確認したと

ころでございます。

このうち２冊につきましては、総務課が所管

しております文書センターに保管されておりま

したが、非常に秘匿性が高い個人情報が含まれ

ていることを理由に、昨年度、検索リストから

削除してしまったため、それ以降は閲覧できな

い状態となっておりました。残る１冊につきま

しては、この２冊の発見をきっかけに、健康増

進課の再調査におきまして、庁内の書庫で発見

されたものでございます。

現在、これらの資料につきましては、文書セ

ンターなどで個人情報をマスキングした上で閲

覧申請等に応じておるところでございます。
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次に、２の文書取り扱い上の問題点について

でございます。

１つ目は、文書センターにおきまして、個人

情報を含む資料の閲覧申請があった場合に、本

来であれば、部分開示等の判断の上で閲覧に供

するべきでございましたが、個人情報の保護に

配慮する余り、閲覧の対象外として検索リスト

から排除するという、不適正な取り扱いを行っ

たことであります。

２つ目は、所属内あるいは関係所属間との情

報共有が正確に行われなかったことであります。

このため、検索リストから削除するという誤っ

た取り扱いを未然に防止することができず、ま

た当該資料の取り扱いについて、健康増進課と

の連携も十分に図ることができない状況となっ

たものであります。

３つ目は、当初の調査におきまして、資料の

探索場所に漏れがありまして、調査が十分でな

かったことでございます。

次に、３の対応についてであります。

今回の事案を受けまして、８月１日付けで総

務部長通知を発出し、庁内に注意喚起を行いま

すとともに、８月７日の庁議におきまして、適

正な文書管理、情報公開条例等に基づく適正な

事務処理、所属内及び所属間の情報共有等につ

きまして、周知徹底を図ったところでございま

す。

また、個人情報を含む文書の適切な取り扱い

を図るため、規程の整備を行いまして、文書セ

ンターに個人情報が含まれる文書についての閲

覧申請があった場合に、所管課に確認するため

の意見照会をルール化するとともに、自己の個

人情報を閲覧する際の手続について、明確化を

図ったところでございます。

文書は、全ての職員が取り扱うものでござい

ますので、今後とも、職員研修の充実を図るな

ど、適正な文書の取り扱いや情報共有の徹底に

努めてまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

○河野人事課長 常任委員会資料の10ページを

お願いいたします。

資料の説明に入ります前に、一言申し上げま

す。

障がい者の雇用状況につきましては、毎年６

月１日現在の状況を国に報告しているところで

ありますが、先般からの国における問題を受け

まして、知事部局の県職員に関する報告内容を

確認しましたところ、国のガイドラインの不徹

底、また事務処理の誤りが判明したところであ

ります。まことに申しわけございませんでした。

それでは、今回の問題を踏まえまして、知事

部局における障がい者雇用状況について御説明

いたします。

まず、１の、障がい者である職員の雇用状況

についてであります。

法律により、毎年、障がい者である職員の雇

用状況を国に通報、報告しなければならないと

されておりまして、本年、国へ報告した数値は、

障がい者雇用数110.5人、実人数83人、雇用率

は2.76％となっておりました。

実人数に比べ、障がい者雇用数が110.5人と多

く、また小数点がありますのは、国への報告ル

ールに基づくものでございますが、重度の障が

い、例えば身体障がい者であれば、障がいの等

級が１級または２級に該当する場合になります

が、この場合は２人分として換算することにな

ります。

また、非常勤などの短時間勤務の職員の場
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合、0.5人分として換算することになります。

次に、２の、県職員に係る障がい者雇用数の

把握方法についてでありますが、職員本人から

の提出書類、具体的には、職員が人事課宛てに

毎年提出する職員調書に基づきまして、各所属

長において障害者手帳の有無等の記載内容を確

認し、その数を障がい者雇用数として整理して

いたところであります。

しかしながら、３のところでありますが、こ

のたび、この把握方法等の問題点として、まず

（１）にありますように、国のガイドラインを

踏まえた障害者手帳等の確認が徹底されていな

かったことが判明しました。職員調書に基づく

自己申告のみでは足りず、手帳等の確認も徹底

する必要があったところであります。

また、（２）にありますように、事務処理の過

程での不十分なチェックが原因で、職員調書に

記載のない職員９名が、国へ報告をしている雇

用者数に含まれていたことも判明いたしました。

職員調書に基づく障害者手帳の保有状況と最

終的に国に報告する際に使用する資料との突合

や精査が十分になされておらず、事務作業で使

用する資料の間で、ずれが生じていたことによ

るものであります。

このような状況を踏まえまして、右側の、４

の全体調査の実施と結果でありますが、本年８

月27日から９月４日にかけまして、知事部局の

全職員を対象に、障害者手帳の有無や手帳の確

認等を行ったところであります。

その結果といたしまして、表の太線で囲って

いる箇所にありますように、本年６月１日現在

における障がい者雇用数につきましては、調査

前の110.5人から108.0人となり、マイナス2.5人、

実人数で申し上げますと83人から81人となり、

マイナス２人、雇用率につきましては、調査前

の2.76％から2.7％となったところであります

が、法定雇用率は上回っている状況にあります。

その増減理由でありますが、（１）の実人数９

名の減少理由としましては、①にありますよう

に、うち４名は、過去に手帳を所持しておりま

したが、現在は所持していないということ、ま

た②にありますように、５名につきましては、

今回の調査で過去に手帳等を有したことがない

ことが判明したところであります。

この５名につきましては、肢体の機能の程度

や日常生活の状況などを勘案し、日常における

活動が相当程度制限されるような身体状況が認

められますことから、過去に、厚生労働省通知

やガイドラインの解釈のもと、雇用数に含めて

いたものではないかと考えております。

国への報告において、①、②とも、今般、意

図して加えたものではございませんが、いずれ

も除くべきものでありますので、減じるもので

あります。

一方、今回の調査で、本人の申し出によりま

して７名が手帳を所持していることが新たに判

明したところであります。実人数に７名を加え

ております。

最後に、５の今後の対応でありますが、まず

（１）にありますように、厚生労働省通知及び

ガイドラインを厳格に運用し、障がい者である

ことの手帳等での確認、適正な方法による把握

を行うとともに、（２）にありますように、職員

調書の障害者手帳の有無等の記載内容の正確な

把握と、国へ報告する雇用状況のもととなる集

計用の資料との、確実な突合など、事務の適正

な執行を図ってまいります。

また、（３）でありますが、昨年の６月１日と
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本年の６月１日現在の障がい者雇用数等につい

て、現在、国から再点検の依頼がなされており

ます。

上の表の右側のほうにありますとおり、全体

調査の結果等を踏まえまして、昨年の状況も含

め修正を行いましたので、今後、国へ報告する

こととしております。

説明は以上でありますが、今回の件を踏まえ

まして、今後は、適正な制度の運用、正確な事

務処理を徹底するとともに、行政としての立場

を再認識し、障がい者が働きやすい職場環境づ

くりも進めながら、引き続き、障がい者を対象

とした採用試験を実施するなど、障がい者の雇

用に努めてまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

○田村行政改革推進室長 行政改革推進室でご

ざいます。

常任委員会資料の12ページをお開きください。

今後の行財政改革について御説明いたします。

１の現行のみやざき行財政改革プラン（第二

期）に基づく取り組みにつきましては、６月議

会の当委員会におきまして、その進捗状況を報

告いたしましたが、点線の四角囲みに記載して

あるとおり、県総合計画の基本目標である未来

を築く新しい「ゆたかさ」への挑戦を支える持

続可能な行財政基盤の確立を基本理念に、平成27

年度から今年度までの４年間を推進期間として、

その下に第二期プランの骨子がございますけれ

ど、１つ目の効率的で質の高い行政基盤の構築、

２つ目の県政運営を支える人材づくりと県有財

産等の資産の有効活用、３つ目の県民ニーズに

即した行政サービスの提供、４つ目、持続可能

な財政基盤の確立という、４つの視点を柱に鋭

意取り組んでいるところでございます。

隣の13ページをごらんください。

２の新たな行財政改革プランの策定について

であります。

現行プランの推進期間は本年度で終了いたし

ますが、依然として厳しい財政状況の中、限ら

れた人員、財源で、多様化・高度化する行政需

要に的確に対応するためには、今後とも、不断

の取り組みとして行財政改革を行う必要があり

ますことから、新たな行財政改革プランの策定

に取り組んでいるところでございます。

プランの策定に当たりましては、庁内にワー

キンググループを設置しまして、課題の整理や

素案の検討などを行うとともに、行財政改革懇

談会や県民アンケート、パブリックコメント等

を実施しまして、広く県民の皆様などの意見を

反映させてまいりたいと考えております。

策定スケジュールとしましては、７月に庁内

ワーキンググループを設置し、課題の整理等に

着手したところでございます。

今後は、10月にかけまして、県民アンケート

を実施しますとともに、行財政改革懇談会を開

催し、これまでの取り組み状況を報告して御意

見をいただき、今年度中には新プランの素案を

定め、パブリックコメントを経まして、来年５

月までには最終案を固めたいと考えております。

策定に当たりましては、随時、当委員会に御

報告いたしますとともに、来年６月議会に議案

として提出したいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

次に、３の行財政改革に関する県民アンケー

ト調査の実施についてであります。

プランの策定に当たり、広く県民の皆様の御

意見を伺うための県民アンケート調査を予定し

ております。
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実施方法としましては、アンケート用紙を作

成し、県や市町村などの各種窓口で配布します

とともに、県のホームページからもアンケート

用紙を入手できるようにいたします。また、県

の電子申請システムを利用した回答もできるよ

うにしたいと考えております。

実施期間は、９月26日から10月26日までの約

１カ月間を予定しており、調査項目は、（３）に

記載しました７項目とし、幅広い皆様の御意見

をいただき、新プラン策定の参考にしたいと考

えております。

説明は以上でございます。よろしくお願いし

ます。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

その他報告事項についての質疑はありません

か。

○緒嶋委員 文書センターとか旧優生保護法の

問題、また今度の議会でも出た管理課の建設の

格付の問題も、不手際というか、あってはなら

んことが幾つも出てきておるわけですよね。

これは、総務部長が注意を喚起したというこ

とであるけれども、改めて、県土整備部の場合

は職員が数名で３回も現場に行って、それでも、

間違いというか不正が見抜けなかったというよ

うなことが、実際起きておるわけですよね。

こういうことがあるというのは、県政に対す

る県民の不信を物すごく買っておるわけですよ。

こういうことがあってはいかんのだから、こ

のことについて、総務部長としてどういうふう

な思いを持っているか。これ旧優生保護法のこ

とももちろん絡みがあるわけだけれども、その

あたり、どう考えておるんですか。

○畑山総務部長 今議員から御指摘のありまし

た件につきましては、非常に重く受けとめてい

るところでございます。

やはり、県政をいろいろと行っていく上で、

信頼感がなければ、しっかりと県政を前に進め

ることはできませんので、改めて、そういった

不適正な事案ですとか、それから、いわゆるミ

スも含めて、そういうことがないように、しっ

かりと全庁を挙げて取り組んでいく必要があろ

うかと思っております。

また、それぞれの部局で特有の行政の進め方

等、専門性もありますけれども、それぞれの部

局で、その状況もきちっと洗い出しをした上で、

不適正がないように、大きな意味でのリスク管

理をしっかりした上で、物事に対処していく必

要があろうと思っております。

もちろん注意喚起をしているところではござ

いますが、それを改めて各職員がみずからのこ

ととして業務に当たっていただくためにも、我

々としては、しっかりとした内部統制というも

のにも庁内横断的に取り組んでいければと思っ

ております。

平成32年４月からは、いわゆる内部統制の基

本方針というものを定めまして、それに基づい

て評価して、その評価を決算と同様に上げてい

くという取り組みが始まってまいります。そう

いった取り組みに、いかに内部管理それから不

適正な事案がないようにしていくかを、システ

ムとして入れ込んで評価をしていくということ

をしながら、こういったことのないように気を

引き締めて行政に当たっていきたいと思ってお

ります。

○緒嶋委員 今度のことがまた発生したという

ことを含めて、何らかの形で。もう知事が何度

も本会議で断りを言うようなことが本当は、あっ
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ちゃいかんわけですよね。やはり最高責任者は

知事であるけれども。知事の責任と言われても

仕方ないわけです。

こういうものに対して、やっぱり改めて皆さ

ん方に、職員に何らかの形で注意喚起というか、

そういうことの通知をやるべきじゃないかなと

私は思っているんですけれど、そのあたりはど

うですか。

○畑山総務部長 この総務課での文書センター

の件につきましては、文書管理の徹底という点

で通知を出させていただきましたけれども、今

回の県土整備部の事案等も勘案して、全体とし

て、しっかりと綱紀粛正を図っていくというこ

とで、周知徹底をいま一度図っていくことで検

討していきたいと思っております。

○前屋敷委員 ちょっと具体的になりますが、

この旧優生保護法の問題で、文書センターとい

うか、その資料がなかったという点では、これ

までもいろいろ御説明があったんですけれど、

全国的には全ての県でやっぱりそういう事態が

明らかになる中で、宮崎だけは全くないという

ような報道だったところに、やはり、まず、注

意をするというか、そこに関心を持って、物事

を見ていく必要があったんではないかと思うん

ですね。

さかのぼって、こういう結果で、実際ありま

したということなんですけれど、このことは、

国の施策として、もう人権侵害の甚だしいもの

で、やっぱり御本人や家族にとっては、耐えら

れないことだったと、おもんぱかるわけなんで

す。

明らかになったと、公表したわけですけれど

も、このことについて、具体的に、問い合わせ

とか改めて資料の閲覧とか、そういうことがそ

の後はあったんでしょうか。状況だけ、ちょっ

と教えてください。

○丸田総務課長 先ほど申しましたように、資

料につきましては、個人情報をマスキングした

上で文書センター等で閲覧申請に対応をしてお

るところですけれども、これまでに、報道機関

８件を含めまして12件の閲覧がございました。

また、福祉保健部健康増進課のほうに相談窓

口を設けておりますけれども、そちらのほうに

は４件の相談、御意見等があったというふうに

伺っております。

○前屋敷委員 ぜひ丁寧な形で今後対応をして

いただきたいと思います。

○武田委員 行財政改革プランについてなんで

すが、県民の皆様の意見を反映させることも確

かに大事なことと思うんですが、この調査項目

ですけれど、７項目の中で、この１と２は、行

財政改革プランには─もちろん、そういうと

ころを書くことは必要だと思うんですが、実際

は、この１、２は行財政の改革プランに全く関

係ないところで、実質３から７だと思うんです。

このあたり、この調査項目は誰がどう決めら

れたんでしょうか。

○田村行政改革推進室長 県民アンケート調査

の調査項目についてでございますが、行財政改

革プランの、新たなプランを策定するに当たっ

て、どんなことが県民に求められているのか、

あるいはどんなことが重要視されているのか、

そういったことを知りたいというところで項目

を設けているんですが、その１、２の部分につ

いては、そういう御意見をいただいた世代─

どういう世代の方が、そういう意見があるのか。

あるいは、どういう居住地、住んでいる市町村

なんですけれど、そういうところにあるのか。
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そういった傾向等は知りたいというところで、

こういう項目を盛り込ませてもらったところで

ございます。

また、アンケートをどのように知ったのかと

いう、２番の問いについては、実は、行財政改

革プランについては、なかなか行革の認知度と

いうのが県民の中で高まっていかない課題も一

つあります。

この中で、どういった形で、このアンケート

を知ったのか。その認知度の手段、そういった

ものについても把握して、今後の広報の参考に

させていただければということで、こういう項

目を盛り込んだところでございます。

○武田委員 一応、１と２が入っていることは、

理由は大体わかるんですけれど、行財政改革プ

ランを作成する上で、県民の意識調査と県民が

どう考えているかを聴取したいわけですよね。

そしたら、もう少し具体的というか、余りに

も、先ほどお答えになられたように、県民の皆

様が行財政改革プランに関してまだ認知度が低

いという中において、この項目では、少し書き

にくい。

ある程度、専門的に、市町村の職員の方であ

るとか議員活動されている方には何となく書け

るのかなと思うんですが、一般の県民の皆様に、

これをぽんと出したときに、どう書いていいの

かという感じの調査項目に見えて、しようがな

いんです。

もう少し具体的に、「今までやってきたことは、

こういうことで、これについてどう思いますか」

とか、「これからこうやっていこうと思っている

んですけれど、どうでしょうか」というような

調査項目でないと、なかなか、一般の方々、失

礼かもしれませんけれど、僕自身も、県とかの

資料を持ってきて、今までのやってきたことと

か今後取り組まれているのを見ないと、相当

ちょっと、書きにくいんじゃないか、漠然とし

ているような気がしているんですが、それいか

がでしょうかね。

○田村行政改革推進室長 委員のおっしゃるよ

うに、行財政改革について、やはり非常に県民

から「なかなか、わかりにくい」という部分も

あろうかと思います。

それで、今回のアンケートにおいては、行財

政改革で今までどんな取り組みをやってきたの

かというのを、そのアンケート用紙の中に盛り

込みまして、このアンケートを通じて県民の理

解を深めながら行革についての御意見をいただ

くというような形を、今回とらせていただこう

と考えています。

その際、例えば、以前でしたら非常に難しい

言葉を使っていたんですけれど、できるだけ今

回は県民にわかりやすい言葉で、例えば、県民

への情報発信でしたら、県のホームページとか

フェイスブック、ツイッター、職員ブログ、い

ろんなもので積極的に情報を発信していますと

か、そういうお話を伝えたり、あと、職員の定

員管理については、平成27年度から比べて、今、

何人になっていますと。具体的に県民にわかる

ような形でお知らせしながら、行財政改革の理

解を深め、アンケートに答えていただく形にし

ております。

調査項目を実は絞り込みましたのは、やはり

県民の方がアンケートを通じて回答するに当

たって、余りにも項目が多過ぎて細か過ぎると

非常にわかりにくいということもございまして、

ある程度、絞り込みをさせていただきました。

自由記入欄もあるんですけれど、できるだけ
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選択肢をふやして、その中から選んでいくよう

な形をとらせていただいております。

できるだけ工夫して、１人でも多くの県民の

方に行財政改革の取り組みを知っていただきた

いという思いで、今回のアンケートもやらせて

いただきたいと考えております。

○武田委員 わかりました。

○右松委員 同じく、この行財政改革について。

今後の改革ということです。それで、前回と

同じような形、平成27年ですから26年も同様な

ことをやっていらっしゃったと思うんですけれ

ども、その際も、県民アンケートを実施されて、

そしてパブコメ、懇談会とやられたのか。スケ

ジュール的には同じような状況ですかね。

○田村行政改革推進室長 県民からの意見聴取

の手続についてでございますが、前回の平成26

年のときも、同じように県民アンケートを行い

まして、それを踏まえて素案を定め、一応、２

月の県議会の常任委員会で御報告いたしまして、

その結果を踏まえてパブリックコメントにかけ

たというような流れで、基本的な流れは同じで

ございます。

ただ、できるだけ１人でも多くの県民の方に

アンケートいただきたいということで、例えば

ＱＲコードを使って、すぐにそのアンケートサ

イトにアクセスできるような仕組みなんかも導

入しようと考えているところでございます。

○右松委員 参考までに、前回26年に県民アン

ケートをやられた際の応募件数といいましょう

か、集計した件数はどんなもんだったんでしょ

うかね。

○田村行政改革推進室長 平成26年９月30日か

ら10月29日の間、１カ月間、県民アンケートを

実施しましたけれど、そのときの応募数が1,240

件でございます。

そのうち、電子申請が約１割程度、残りはア

ンケート用紙の回収による調査でございました。

○右松委員 ありがとうございます。

前回４年前と比較をして、今回の申請手続と

しては、紙とそれから電子申請システムという

ことで、その部分に関しては変わりなく、あと

広報関係とか、その辺は変わっていないのか、

そこをちょっと教えてください。

○田村行政改革推進室長 広報関係につきまし

ては、前回とほぼ同じなんですけれど、記者発

表、県のホームページですとか県政番組、テレ

ビ、ラジオ、あと新聞広告による県政けいじば

んでございます。

あと、大学関係、特に若い世代の方にアンケ

ートに答えていただきたいということで、県内

大学への周知依頼を行います。さらに、県内各

市町村とか県内の各出先機関にもそういうアン

ケート用紙を備えつけまして、広く広報をした

いと考えております。

○右松委員 最後にしますけれど、行財政改革、

本県は一生懸命しっかり取り組まれていると思

うんですよね。

それで、今回パブコメ、県民アンケートをと

られる際に、先ほど武田委員が言われましたけ

れど、４年間の成果も含めて、そこは伝えてい

ただいて、ポイントポイントを抽出するような

形でやっていただくと、またより効果があるの

かなと思いますので、よろしく頑張ってくださ

い。

○緒嶋委員 この行財政改革は、抽象的な言葉

になるわけですね。これを改革するという数値

目標的なものが本当はないと、改革がどこまで

進んだかは、わからんわけです。改革しましたっ
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て。

それから、危機管理事象なんかは、南海トラ

フやらについてやれば物すごく金が要るわけで

すよね。それこそ生命財産を守るのが県政の大

きなまた目標でもなきゃいかんし、その上に豊

かさを追求しなきゃいかんというのは、余計金

が要るわけですよね。

そういう中で、指標をある程度決めながら、

こういう方向でいきたい。今度、国体関係でも500

億以上、金がかかると。また、この庁舎改築も

何百億か、かかる。そういうことを含めながら、

改革をどう進めるかと。

我々の目に見える形で本当の行財政改革とい

うのが、どういう形になるのかが、浮かばんと

ですけれどね。これ、将来的にどういうことに

なるんですかね。

○吉村財政課長 行財政改革ということで、財

政改革の面から、ちょっと一言申し上げます。

財政改革につきましては、これまで、目に見

える形の指標ということで、財政関係２基金の

残高、県債残高がどの程度維持できるかを数値

目標として上げて、今まで４期にわたって改革

に取り組んできました。４期終わりましても、

一応、財政関係２基金、あと県債残高につきま

して、適正な規模を保てているんではないかと

いうふうには考えております。

ただ、今後、国体の施設整備、公共施設の老

朽化対策、あと防災・減災対策等に多大な資金

が必要になりますので、これまでどおり基金残

高については維持、県債残高については減らし

ていくというのは、なかなか厳しい財政状況に

なるかなと考えております。

ただ、今後も、財政改革としては、不断の取

り組みとして続けることで、基金残高につきま

して、減らしつつも適正な規模を維持し、県債

残高についても、ふえるにしても許容される範

囲内で維持できるように、財政運営をしていき

たいというふうに考えているところであります。

○緒嶋委員 ある程度、財政状況が、悪化とい

うと言葉は悪いのかもしれんけれど、悪くなっ

ても、県民の豊かさとか、社会資本の整備とか

を、やっぱり追求─今、生きておる人のため

に。将来も含めて、やっぱりそういうことも考

えなければいかんので、その改革という言葉は

いいんだけれど、そのことで県民の首を絞める

ようなことでは、本当の改革かというと、また

違うし、県民の生命が危うくなるようなことで

は、改革とも言えんのじゃないかと。

だから、防災対策なんかにも、やっぱり金を

入れるところは入れていかないといかんという

ふうに思う。改革という言葉はいいけれど、本

当に県民の生活が守れんと、本当の改革には、

私はならんと思う。

やっぱり、そこ辺を含めて考えていくという

のは、なかなか難しいと思うが、そういう、財

政運営という大きなバランスシートも考えない

かんけれども、やはり県民の生活の豊かさの追

求のためには、ある程度、苦渋の選択という言

葉もあるけれど、苦渋の選択をしながら財政運

営をすることも必要じゃないかなという気がす

るんですよね。

○吉村財政課長 今、緒嶋委員から御指摘があ

りましたとおり、今後、本県は国体を控えてお

ります。あわせまして、公共施設の老朽化対策

のために総合管理計画を策定いたしまして、順

次、公共施設の老朽化にも取り組むこととして

おりまして、相当額の財政負担が見込まれると

ころです。
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その中で、県債残高も当然、今後ふえていく

ことにはなろうかと思います。

現在、本県の財政状況につきましては、他県

と比較しても、かなりいいレベルにございます。

今後ある程度の財政負担がふえたとしても、危

険水域に達しない程度に、負担をふやしつつ、

やるべきことはしっかりやっていく必要がある

んだと考えております。

○右松委員 私も、この12ページにある宮崎県

の行財政プランをずらっと並べている中で、そ

れぞれ関心があるところというか─私なんか、

簡素で効率的な行政基盤の整備であるとか、先

ほど緒嶋委員が言われましたけれど、危機事象

の対応であるとか、それから県有財産等の資産

の有効活用であるとか、県民との連携・協働。

それぞれ、やっぱり関心、チェックポイントが

あると思うんですよね。

ですから、それぞれ、わかりやすいように、

４年間の成果の部分をしっかりと見て、そこで

見た人が評価できるような形と、それから政策

提言なり、そういった意見が出せるような整理

をしてもらうと、よりいいのかなと思いますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

○松村委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、その他報告事項に関

する質疑を終わります。

最後に、その他で何かありませんか。

○髙林危機管理局長 先ほど説明の中で、国民

保護の、ことしの訓練の関係で、ＪＲ宮崎駅の

訓練のことをお話ししましたけれど、現段階で

の、前シナリオのところを若干ちょっと御説明

させていただきます。

実は、31日が訓練の日になるんですけれど、

一応今のシナリオで考えていますのは、前日の

段階で、政府において、我が国のテロの危機が

高まったということで、国のほうから県のほう

にテロの強化の関係で指示をいただくと。

それに対して、県のほうでも情報連絡を設置

していたところ、翌日、ＪＲ宮崎駅のほうで不

審物が見つかったというような、一連の流れを

想定してから実施するものでございます。

これを、補足させていただきます。

○吉村財政課長 先ほど 原委員からの、自主

財源比率の上昇の件での質問に対しまして、少

し補足で追加の説明をさせていただきます。

先ほど、国の経済対策等で基金をいろいろ創

設して、その繰入金で自主財源比率が上がった

という御説明をさせていただきました。

あわせて、平成26年４月１日から、消費税、

地方消費税、それぞれ税率が上がっている関係

で税収も伸びておりますので、それも自主財源

を４割超に引き上げた要因の１つになっており

ます。

補足させていただきます。

○緒嶋委員 ふるさと納税で今度、３割以上の

返礼品というかな、宮崎県もいろいろ問題のと

ころがあるわけですが、それに対する国─野

田大臣からのいろいろ発言もあったんですが、

そういう問題が起きとるときに、市町村との関

係において、県の立場は、どういうふうになる

わけですかね。

○日高市町村課長 この制度については、各市

町村とも、自分たちの財源を確保できる、そし

て自分たちの特産品等、地域資源をＰＲもでき

るということで、非常に貴重な制度だと、相対

的には認識しております。

ただ、やはり一部の団体が、暴走してといい
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ますか、何でもかんでもありとか、非常に高い

返礼率で、全く地元と関係ないようなものを用

意してと。それで、ほかでは─真面目にやっ

ているところからすると考えられないような金

額を集めるとか、そういったところが全国の中

でまだ残っているということで、こういうこと

が続くようでは、制度そのものが本当に危なく

なると。

そうなると、今まで何がしか努力して得てき

たもの、これもなくなってしまうという点では、

やはり、一番必要なことは、みんな、まずは同

じ土俵に上って、同じスタートラインからちょっ

とリセットして、またみんなで工夫をしながら

行きましょうよと。そういう状況に持っていく

ことが、まず当面必要ではないかと思っており

ます。

県としては、総務省からも情報収集をいたし

まして、随時、今後の見直しについての考え方

あるいは見直しの要請、そういったものは、こ

れまでも行ってきましたし、今後も行ってまい

りたいと思っております。

○緒嶋委員 それであれば、もう宮崎県は、そ

れぞれ市町村は３割内の返礼品というか、そう

いう形で全部整理ができるということで、いい

わけですか。

○日高市町村課長 実際の制度の主体、実施主

体は各市町村ですので、各市町村にぜひやって

もらわなきゃいけないわけですけれども、県と

しては、国とも連携を図りながら、この制度の

維持を念頭に置いて、ぜひとも、全市町村に、

その制度の趣旨に沿った取り扱いをしていただ

けるように努めてまいりたいと思っております。

○緒嶋委員 暴走するところがないように、十

分その指導をしていただきたいというふうに思

います。

○井本委員 ちょっと関連して。

私はね、逆に、これ団体自治に対する侵害だ

と思いますよ。あんなことを、国が自治体に対

して言う権限は、あるはずはないんだよ。自分

たちで決めて、自分たちでやるんだからね、そ

れを何で国がしゃしゃり出てきて、３割じゃな

いといけませんよと。全く、上から目線ですよ、

国のやることは。私は間違っていると思います、

あのやり方は。

みんなでまともに競争して、いいものを出そ

うとやっとるのに、それに水差すようなことし

て。私は、あれは間違ってると思っていますけ

れどね。

部長、どう思う。

○畑山総務部長 実は、いろいろな各自治体が、

３割以上であったり、それから自分たちと全く

関係のないものを返礼品として、用意して。

言ってみれば、税が控除されるわけですから、

自分たちの住んでいる住所地の、実際からすれ

ば行政サービスはしているのに、別の自治体に

寄附をすることで税が控除されるという制度に

なっている中で、ゆかりのあるところに寄附を

して、その返礼をもらって、「ああ、この自治体

から、こういう返礼品をもらった」、「ああ、ゆ

かりの商品があったんだな」ということで、ま

た思いをはせていただくのが、あってしかるべ

きところ、逆に、「この物を出しているから、そ

こに寄附をしたい」という、ちょっと逆転して

いるところがあるということ。

それから、委員御指摘のとおり、そもそも、

これは自治体がそれぞれ判断すべきことという

ことで、長きにわたって、総務省からの通知も、

命令ではなくて、技術的な助言という形で、要
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請してきたんです、何年も。１年半とか、長き

にわたって。

ただ、どうしてもそこが守り切れていないの

で、寄附での税の控除制度という、非常に大き

な制度でございますから、そこで根本的に改ま

らなければ、同じ土俵でやってほしいのにそう

じゃないところは、じゃあ改めるように、何ら

かの制度的措置をせざるを得ないのではないか

というところまで至っているところでございま

して。

その辺は、我々も国のほうの助言なんかも聞

きながら─一切、このふるさと納税が悪いと

かというんじゃなくて、むしろ、各自治体がそ

れぞれの中で、３割なら３割とか、地元の産品

ということで開発をして、どんどんそれは提供

していただいて、頑張っていただくという思い

は持っておりますので、制度をしっかり守るた

めにも、しっかりと運用をしてほしいなという

ことでの助言をしっかりと行っていきたいと

思っているところでございます。

○井本委員 部長は総務省から来ているから、

やっぱりどうしても向こうの味方をせないかん

じゃろうけれど、私も、このふるさと納税が制

度化されたとき、ちょうど国会におったんです。

そしたら、やっぱり基本的に我々は人間も出し

ているわけですよ、はっきり言って。その人間

が、じゃあ向こうに行って働いたやつを、本当

はこっちに納めてほしい思いがあるわけよ。と

ころがそれを全部、国のほうが集約しているわ

けやから、本来我々がもらうべきものを、向こ

うで取っておるんだから、こっちに返したいな

ら返しなさいというのが、あのときあったんで

すよ、議論が。自分たちで納めたいところに納

めたらいいじゃねえかというような議論があっ

たんです。

いや、それじゃあ、ちょっといかんじゃろう

から、じゃあ納めたい人だけ、そうしたらどう

ですかということで、ふるさと納税が、たしか

できたんですよ。

だから、そういう趣旨からすると、納めたい

ところに納めることであるなら、何も、国が、

その団体自治を侵害してまでやる必要はないん

じゃないかと、私なんかはそう思うんですけれ

ど。

まあ、これは議論の分かれるところかもしれ

ません。

○ 原委員 確認だけです。

財政課長、その税率が上がって、地方消費税

清算金が伸びたということで、このままいけば

来年ですかね、消費税がまた上がるわけですが、

当然これが上がることによって、この自主財源

の比率は、わずかでも上がる方向に行くと理解

していいんですかね。

○吉村財政課長 今のところ、31年10月１日か

ら、消費税及び地方消費税、合わせまして10％

に引き上げがされます。これまでの８％の引き

上げの経緯も踏まえますと、税収の増にはつな

がるものと考えております。

○前屋敷委員 先ほど国民保護計画の補足の説

明もあったもんですから、質問じゃないんです

けれど、ちょっと一言。

武力攻撃があるとか、その事態を予測すると

いうようなことで、国民を総動員して、この特

有な訓練をさせるという計画を県がするわけな

んですけれど、私は、もう本末転倒だと思うん

ですよ。

本来は、こういう武力攻撃に至らないように

するのが国の責任であって、そういう国際的な



- 64 -

平成30年９月19日(水)

ものというか、外交努力をまずするのが本来の

国の役割だと思うんで。

そういうことで、いろいろ計画を立ててやる

ので、県としては、それにのっとって計画を立

てざるを得ないところもあるんでしょうけれど、

本来はやっぱり基本的には、そういうことが大

事だということを踏まえておいていただきたい

と思います。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

私も、一言も言っていないので、一言ちょっ

と言ってみようかなと思うんだけれど。

ちょっとプライベートなこともあるんですけ

れども、１号館の１階の施設が１つ閉鎖されて

いるんです。受動喫煙防止の観点から、喫煙室

というのがあって、外部の方も来られて、よく

あそこで喫煙されているみたいですけれど、今

あそこが稼働していないんです。

これは、財産総合管理というところになるん

ですかね。あれはどうなっているんですかね。

○横山財産総合管理課長 財産総合管理課の所

管でございます。

あそこは、排気ダクトが故障しておりまして、

その修繕に相当なお金がかかるということがわ

かりましたことから、今その使用を控えている

ところなんです。来年７月ごろには、恐らく受

動喫煙─健康増進法の改正法が施行されまし

て、庁舎内あるいは敷地内、行政敷地内での禁

煙が施行されることになろうかと。

庁舎内に関しては、完全禁煙になってしまう

ということがもうわかっておりますので、相当

なお金をかけて、あそこの排気ダクトを修繕す

ることを、今やめようということで、あそこは

使用できないようになっております。

ただ、４階だとか、ほかの場所にまだありま

すので、そちらで吸っていただくように御案内

をしているところでございます。

御不便をおかけしているとは思いますが、申

しわけございません。

○松村委員長 健康増進法の改正も先にあるの

で、お金をかけるのはもったいないというとこ

ろでそのままに放置してあるというふうに、今

理解したところです。今度は、健康増進法の改

正によると、公共施設も敷地内じゃなくて、建

物外のところでは喫煙する場所を設けて分煙す

ることができるということになっていますので。

そのあたりも十分配慮していただいて、次の施

設管理等に関しても配慮していただければなと

いうふうに、私は思ったところでした。

答弁は要りません。現状はそういうところだ

ということは、よくわかりました。

○松村委員長 その他でございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、以上をもって総務部

を終了いたします。執行部の皆様、御苦労さま

でした。

暫時休憩いたします。

午後３時45分休憩

午後３時49分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

次に、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりますので、今週21

日、金曜日に行いたいと思います。

開会時刻は13時10分としたいのですが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのように決定いた

します。
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その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 何もないようでしたら、本日の

委員会を終了いたしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、以上をもちまして、

本日の委員会を終わります。

午後３時50分散会



- 66 -

平成30年９月21日（金曜日）

午後１時７分再開

出席委員（７人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 右 松 隆 央

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 武 田 浩 一

欠席委員（１名）

委 員 原 正 三

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 弓 削 知 宏

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

○松村委員長 委員会を再開いたします。

まず、御連絡ですが、 原委員が公務のため、

本日の常任委員会は欠席いたしますので御了承

をお願いします。

次に、議案の採決を行います。

採決の前に、各議案につきまして賛否も含め

御意見があればお願いいたします。

暫時休憩します。

午後１時８分休憩

午後１時８分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

採決を行いますが、採決につきましては議案

ごとがよろしいでしょうか。一括がよろしいで

しょうか。

○前屋敷委員 議案ごとにお願いしたい。

○松村委員長 議案ごとにということでござい

ますけれども、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

まず、議案第１号、並びに第２号につきまし

て、原案のとおり可決することに賛成の方の挙

手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○松村委員長 挙手全員。よって、議案第１号、

第２号につきましては原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。

次に、議案第３号について原案のとおり可決

することに賛成の方の挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○松村委員長 挙手多数。よって、議案第３号

については原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目及び内容について御要望等は

ありませんか。

○緒嶋委員 国体の陸上競技場の造成費が約40

億円というのは、普通ではプールをつくるのに40

億くらいでできると思うんです。それぐらいが

造成だけにかかることは、やっぱり相当縮減を

図らんと。言えば平地ならば40億というのは20

町歩で、１町歩を２億で買収するという。反と

すれば2,000万で買うような感じになる。造成だ

け。ただ何もできんとにそれだけ金がいること

は、やっぱり大変なことだという認識をもって

かからんと、私は、本当に県民から言ったら何

でそれだけかかるところを造成してつくらない

平成30年９月21日(金)
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かんとかっていうような感じになるのは当たり

前だと思うんです。だから、そこ辺の造成費に

対する経費節減の対策を積極的に立てんといか

んのじゃないかという気がするとですよね。そ

れは、もう40億円造成だけで、つくるとは別じゃ

から。ただ、平場にするだけに40億もの巨額な

金がかかるということを考えた場合に、どうい

う形でどこまで縮減できるかわからんけど、やっ

ぱりその姿勢は持たないかんのじゃないかなと

いう気がするんですよね。平場ならもう造成は

いらんわけじゃから。

それで、40億という土地代としたら、20町歩

買うても、１町歩が２億ですから、そうすると

反とすれば2,000万で土地を買うても、それと同

じぐらいの値段がするというような感じだから。

そこ辺は、私は、やっぱり相当考えてやるべき

じゃないかなという気がするんですけど。造成

だけにそれだけかかるということは。

○松村委員長 はい、わかりました。

ほかに、御要望、御意見等ありますか。

○前屋敷委員 補正予算の駅前広場のにぎわい

創出の件ですけど、にぎわい創出は必要だとい

う点では変わりはないんですけど、民間企業等

の一体感の中で開発されることがあって、しか

し、いろいろ論議が出ましたけど、県民生活に

とってゆゆしき事態が一方では起きているとい

う中で一緒に協力してやるというわけですから、

その辺の温度差はなかなか一致してというとこ

ろも難しい状況もあるんですよね、県民感情と

しても。たしかにそこの人の流れをつくること

は大事なんだけど、企業側はやっぱり自分の会

社の利益をまず追及するために、そこを開発し

たいという思惑があるわけですから、宮崎市の

にぎわいを創出するためにああいう開発をする

ことだけではないので、何かその辺が非常に面

映ゆいところもあるんですけど。だからどうか

ということでもないんですけど。だから、一方

では県民の利益になる部分もしっかり担保する

ことが合わせて必要じゃないかなと。利便性、

交通の件で。

○松村委員長 ほかにありますか。

それでは、委員長報告につきましては、先日

の委員会でも皆さんからそれぞれ御意見も出た

ことでもあります。そして、今、国体スポーツ

施設の造成に関する過度な費用、そして宮崎駅

前西口広場の民間企業が出すべき財政の問題、

公が出すべき問題、そのことについての課題に

ついても考慮しながら、委員長報告にまとめて

いきたいと思います。

その全体につきましては正副委員長に御一任

いただいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りしま

す。

総合政策及び行財政対策に関する調査につい

ては、継続調査といたしたいと思いますが、御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 御異議ありませんので、その旨、

議長に申し出ることにいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時14分休憩

午後１時18分再開

○松村委員長 委員会を再開します。

11月１日の閉会中の委員会につきましては、
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先ほど御協議いただいた内容で、時間を10分繰

り上げ、９時50分に開会したいと思います。御

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後１時18分閉会
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